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第１ 請求の概要と受理 

１ 請求人 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

２ 請求書の提出 

令和４年４月 28 日 

３ 請求の概要 

請求人が提出した措置請求書は「別紙１―１」のとおりであり、その概要は次

のとおりである。なお、第３の「３―３ 議員別判断」において、本件監査請求

の対象とされた議員ごとに、請求人の主張要旨を記載した。 

2020年度政務活動費の支出のうち、次の支出は違法または不当であるから各議

員に返還させよ。  

返還請求額 

 (議員名) (要返還額) 

浅井 くにお ¥721,700

安斉 あきら ¥872,269

井原 太一 ¥60,000

岩田 いくま ¥291,033

太田 哲二 ¥671,642 

大和田 伸 ¥517,546 
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小川 宗次郎  ¥163,576

川野 たかあき ¥1,237,570

國﨑 たかし ¥897,110

関口 健太郎 ¥671,642

田中 ゆうたろう ¥826,065

ひわき 岳 ¥671,642

藤本 なおや ¥553,582

松浦 威明 ¥584,739

松本 みつひろ ¥637,333

矢口 やすゆき ¥392,589

山本 あけみ ¥681,642

吉田 あい ¥771,837

脇坂 たつや ¥522,328

わたなべ 友貴 ¥653,895

合計 ¥12,399,740

４ 請求の受理 

本件監査請求については、令和４年５月 10 日の監査委員会議において、地方

自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条の２の規定に基づき、吉田愛監査委員

を除斥とした後、監査委員３名（上原和義監査委員、三浦 仁監査委員及び内山

忠明監査委員）の合議により、同法第 242条所定の要件を具備しているものと認

め、受理することに決定し、請求人には、同日付けの文書によりこの旨を通知し

た。 

その後、同年５月 24 日の監査委員会議において、同法第 199 条の２の規定に

基づき、同月 21 日に再任された内山忠明監査委員及び同日に就任した大熊昌巳

監査委員のうち、大熊昌巳監査委員を除斥とした。（吉田愛監査委員は同月 20日

に退任） 

第２ 監査の実施 

１ 陳述書等の提出 

請求人に対して、令和４年５月 10 日に、地方自治法第 242 条第７項の規定に

基づき、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、同年５月 18 日に、請求人

（８名）から陳述書及び添付資料（別紙１―２）が提出された。 

なお、請求人の陳述聴取については、令和４年５月９日に、請求が受理された

場合の陳述聴取について確認したところ、請求人から陳述は行わない旨の回答が

あったため、同年５月 10 日に本件監査においては実施しないことに決定した。 
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２ 監査対象事項 

措置請求書記載の議員の令和２年度の政務活動費のうち、請求人が返還を求め

る各支出について、その違法性又は不当性の有無等を調査し、それらを踏まえて

監査結果を導くこととした。 

ただし、次の表の本件監査請求後に返還された費用の返還を求める請求につい

ては、監査の対象外（却下）とした。 

返還請求の対象及び金額 本件監査請求後に返還された費用 

國﨑たかし議員の人件費（60万円） 60万円（政務活動補助職員賃金） 

松本みつひろ議員の区政報告（区議会

レポート Vol.05）（18万 9,109円）

2,504 円（印刷代並びに新聞折込み、郵送

及びポスティング代） 

松本みつひろ議員の区政報告（区議会

レポート Vol.06）（5万 5,465円）
778 円（印刷代及び新聞折込み代） 

なお、松本みつひろ議員に係る上記表中の返還額は、区議会レポートVol.05

（2,504円）及び同Vol.06（778円）の合計額（3,282円）となるが、実際に当該議

員が返還した額は、これに、本件の返還請求にない同Vol.05の封筒印刷費用（令

和２年9月10日支出）を按分した額（169円）を加えた合計額（3,451円）である。 

３ 対象部局とその抗弁要旨 

杉並区議会事務局（以下「区議会事務局」という。）及び杉並区総務部総務課

（以下「総務部総務課」という。）を本件監査の対象部局とし、抗弁書の提出を求

め、区議会事務局からは令和４年５月 19 日付けで、総務部総務課からは同月 20

日付けでその提出を受けるとともに、区議会事務局については、同年５月 24 日

にその説明を聴取した。 

また、本件監査請求の対象とされた区政報告の配布時期、配布部数等のうち、

領収書等の提出書類に記載のないものについては、区議会事務局に質問し、回答

を得た。 

区議会事務局（区議会事務局長）の抗弁書（別紙２）及び総務部総務課（区長）

の抗弁書（別紙３）の要旨は、次のとおりである。 

３―１ 区議会事務局 

区議会事務局（区議会事務局長）の抗弁書には、①政務活動費（旧政務調査

費）の法制化の経緯等、②政務活動費の交付に関する規定と交付手続、③収支

報告書等の提出に関する手続等、④政務活動費の執行に係る杉並区議会議長

（以下「議長」という。）等の役割、⑤領収書その他の証拠書類の取扱い、⑥政

務活動費の令和２年度の状況、⑦請求人の主張に対する見解等及び⑧令和４年

度からの取組について記載されている。 

その主な内容は、次のとおりである。 

（１）政務活動費（旧政務調査費）の法制化の経緯等

平成24年の地方自治法の一部改正により、政務調査費の名称が「政務活
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動費」に、交付目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め

られ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることと

され、また、議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めることとされ

た。（平成25年３月１日施行） 

これを受け、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関

する条例」（以下「政務調査費条例」という。）の一部が改正され、「杉並区

議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例」（以下「政務

活動費条例」という。）に改められるとともに、政務活動費を充てることが

できる経費の範囲が「調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会議

への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動そ

の他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」と定められ、

別表において具体的な経費区分が定められた。 

また、議長は、収支報告書等関係書類について必要な調査を行うととも

に、使途の透明性の確保に努めるものとされた。 

（２）政務活動費の執行に係る議長等の役割（議長の調査権に関する見解）

政務活動費の支出に当たっては、第一義的には会派及び議員の自律的な

判断に委ねられるものと考えるが、平成24年の地方自治法の改正に伴い、

政務活動費条例に、議長は政務活動費の使途の透明性の確保に努める旨が

明記されたことから、議長は、政務活動費の支出に使途制限違反があるこ

とが収支報告書等の提出書類から疑われるような場合は、当該会派及び議

員に対して説明を求めるなど必要な調査を行い、使途の透明性の確保に努

めることが求められている。 

（３）請求人の主張に対する見解等

政務活動とは、会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、

陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反

映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動をいい、政

務活動費として支出する際には、政務活動費条例別表に規定する政務活動

に要する経費（以下「政務活動に要する経費」という。）及び「杉並区議会

の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程」（以下「政務活

動費規程」という。）別表に規定する政務活動に要する経費細目（以下「政

務活動に要する経費細目」という。）に規定された範囲内で支出することは

当然である。 

同時に、政務活動費として公費負担される以上、必要最小限の経費で最

大の効果を挙げるよう、コスト意識を持って活動を行う必要があり、さら

に、当該経費の使途の透明性を確保し、区民に対して説明責任を果たすこ

とが求められている。 

その上で、政務活動の対象は広範囲に及び、活動内容も多様であること

から、それに要する経費の支出については、会派及び議員の自主性を尊重

しつつ、使途に関する多くの部分について会派及び議員の自律的判断に委

ねられている。また、当該活動の一部に政務活動以外の活動が混在する場

合、どの程度の割合が政務活動に当たるかについては、会派及び議員の活
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動の実態に照らして自ら判断するものとし、その判断は、説明責任を果た

すことを前提に尊重されるべきものと考える。 

その他、個別の請求項目（①研修費（研修参加費、講師謝礼金）、②広聴

広報費（会派区政報告、議員区政報告、区政報告会）、③資料購入費（新聞

購読費、書籍購入費）、④事務費、⑤人件費）に対する見解が記載されてい

る。 

（４）令和４年度からの取組

杉並区議会（以下「区議会」という。）では、政務活動費の適正な運用に

向けて、不断の検証・見直しに努めてきたが、政務活動費の使途について

は、議員の自律的判断と説明責任が強く求められていることから、議員一

人ひとりの意識を変える必要がある。 

令和４年度は、按分の割合（上限）が定められていない経費の適切な按分

割合の設定のほか、杉並区議会ホームページでの政務活動費関係書類（出

納簿、領収書等）の公開についても引き続き検討を行うものとする。なお、

上記検討事項については、令和３年度第３回政務活動費調査検討委員会に

おいて、会長である大和田議長から、「検討事項については、各議員や監査

委員、政務活動費専門委員会委員から様々な意見をいただいており、区議

会事務局にはより一層の情報収集、課題の洗い出しに努めてもらうととも

に、議員側も問題意識を引き続き持ちながら検討を進めて行ければ良い。」

旨の付言もあり、継続して重点的に検討を行うこととしている。 

３―２ 総務部総務課 

総務部総務課（区長）の抗弁書には、①政務活動費の制度制定の経緯、②政

務活動費の交付及び返還等に関する手続、③政務活動費の適正化に向けた取組

及び④今回の措置請求に関する区の見解について記載されている。 

今回の措置請求に関する区の見解は、次のとおりである。 

政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部

として交付するものであり、その執行については、第一に会派及び議員の倫理

観を前提にした自己検査を行い、第二に区議会の代表者としての議長が調査し、

区議会の自律性の中で処理することが前提であると認識している。その上で執

行機関としては、会派及び議員が活動していく上で支障のないよう、政治活動

の自由を保障する視点で、対応すべきものであると考えている。 

そのような前提からすれば、今回の措置請求の対象となっている政務活動費

については、政務活動費調査検討委員会において引き続き主体的な改善検討がさ

れている中において、条例第 11条に基づき、議長が収支報告書及び領収書等を調

査していることから、区は適正に執行したものと考えている。 

しかしながら、区としては、この間の政務活動費に関する監査結果や訴訟の判決

を重く受け止めており、議会に対して、政務活動費の更なる使途の透明性向上の観

点から、政務活動費調査検討委員会において検討している諸課題について、早期

に結論を得るよう強く求めていく。 
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４ 議長の調査回答の要旨 

政務活動費条例第11条で、議長は収支報告書等について必要に応じて調査を行

うこととされていることから、請求人が指摘している政務活動費の支出の違法性

又は不当性の有無等について、議長に調査を依頼した。 

議長の回答要旨は、次のとおりである。 

４―１ 令和４年５月 19日付け調査回答（別紙４―１） 

当該調査回答には、①政務活動費条例に基づく議長の調査の実施、②調査結

果、③今回の措置請求に対する議長の見解、④個別事項についての議員からの

説明について記載されている。 

その主な内容は、次のとおりである。 

（１）調査結果

政務活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると認めら

れるものはなく、令和２年度の政務活動費に関する「政務活動に要する経

費」及び「政務活動に要する経費細目」に基づく適正な支出が行われてい

た。 

（２）今回の措置請求に対する議長の見解

政務活動費の支出に当たっては、第一義的には会派及び議員の自律的な

判断に委ねられていると考えており、令和２年度の当時の基準により、各

議員がそれぞれ良識ある判断に基づき、計上しているものと認識している。 

今後は、これまで以上に区民の理解と信頼が得られる政務活動費制度を

目指し、按分の割合が定められていない経費の適切な按分の割合を設定す

ること等、引き続き検討を行うこととしている。 

その他、措置請求書記載の個別の請求事項についての議員ごとの説明が

記載されている。 

４―２ 令和４年６月 20日付け調査回答（別紙４―２） 

当該調査回答には、本件監査請求後に行われた令和２年度収支報告書等の訂

正（誤記控除・誤記更正）等について記載されている。 

上記の訂正に伴う返還日、返還額等は、次のとおりである。 

議員名 返還日 返還額 内 容 

國﨑たかし 令和４年 

６月 14日 

60 万円 政務活動費補助職員賃金（令和２年

４月分から令和３年３月分まで） 

（令和２年４月 30日支出） 

（令和２年５月 31日支出） 

（令和２年６月 30日支出） 

（令和２年７月 31日支出） 

（令和２年８月 31日支出） 

（令和２年９月 30日支出） 

（令和２年 10月 31日支出） 
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（令和２年 11月 30日支出） 

（令和２年 12月 31日支出） 

（令和３年１月 31日支出） 

（令和３年２月 28日支出） 

（令和３年３月 31日支出） 

松本みつひろ 令和４年 

６月 15 日 

3,451 円 区議会レポートVol.05印刷費用（令

和２年８月 11 日支出） 

区議会レポート Vol.05 封筒印刷費

用（令和２年９月 10日支出） 

区議会レポート Vol.05 折込、ポス

ティング費用（令和２年９月 13 日

支出） 

区議会レポートVol.06折込費用（令

和２年 11月５日支出） 

区議会レポートVol.06印刷費用（令

和２年 12月 10日支出） 

各議員の当該収支報告書等の訂正理由は、次のとおりである。 

① 國﨑たかし議員

当該人件費は、政務活動に必要な経費としてルールに基づき計上していた。

補助職員には地域の課題等を多く聞くために、私一人ではカバーできない政

務活動を補助していただいたが、今般、監査請求を受けたことに伴い、区民

の方々に誤解を与えないようにすることも大切であったと考え、返還するこ

ととした。 

② 松本みつひろ議員

当該広聴広報費は、政務活動に要する経費として、手引き等に沿って計上

していた。他地域の政治家の顔写真掲載については、広く区民意見を伺う手

段を教えてもらったという事実の補足等と回答していたが、今回の請求を受

け、区民の皆様に誤解を招かないようにすることも大切であると考え、自主

的に返還することとした。 

その他、当該調査回答には、國﨑たかし議員、矢口やすゆき議員及び脇坂た

つや議員の追加説明が記載されている。 
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第３ 監査の結果 

１ 結 論 

本件監査請求については、令和４年６月 23 日に監査委員３名（上原和義監査

委員、三浦 仁監査委員及び内山忠明監査委員）の合議により、次のように決定

した。 

本件監査請求のうち、①本件監査請求後に返還された費用の返還を求める請求

（第２の２「監査対象事項」の表）に係る部分については、これを却下し、②そ

の余の請求に係る部分については、理由がないと認められるので、これを棄却す

る。 

２ 政務活動費に係る条例等の制定等の経緯 

杉並区における政務活動費（旧政務調査費）に係る条例等の制定等の経緯は、

次のとおりである。 

（１） 平成 12年の地方自治法の一部改正により政務調査費制度が創設されたこ

とに伴い、平成 13 年に、政務調査費条例及び「杉並区議会の会派及び議員

に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則」（以下「政務調査費規則」

という。）が制定され、政務調査費の交付対象、交付額、交付方法、使途基

準等が定められ、平成 13 年度から会派及び議員に対して政務調査費が交付

された。

（２） 平成 17年に「議会改革検討調査部会」を設置し、議会内部で検討を重ね、

平成 19年に、区議会の自主的なルールとして、「杉並区議会の会派及び議員

に対する政務調査費の取扱いに関する規程」（以下「政務調査費規程」とい

う。）が制定され、選挙活動、政党活動又は後援会活動に関する経費などの

10 項目の経費は区政に関する調査研究に資するために必要とする経費に該

当しないと明示された。

また、政務調査費規程の制定にあわせ「政務調査費の取扱いに関する規程

の運用にあたっての留意事項」を定め、調査研究費、事務費、事務所費及び

人件費についての按分割合が定められた。 

（３） 平成 20年に、政務調査費規程の一部が改正され、政務調査費規則別表で

定められていた「使途基準」をより具体化した「使途基準細目」が定められ

た。

（４） 平成 24年の地方自治法の一部改正により政務調査費制度が改正され、政

務調査費の名称が「政務活動費」に、交付の目的が「議員の調査研究その他

の活動に資するため」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の

範囲を条例で定めることとされた。

（５） 平成 25 年に、政務調査費条例が政務活動費条例に改正され、「政務調査

費」が「政務活動費」に改められ、政務活動費を充てることができる経費が

「会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会議

への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その
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他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」とされ、「使途

基準」に代えて別表で「政務活動に要する経費」として 10 項目（調査研究

費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、会議費、資料作成費、資料購

入費、事務費、事務所費及び人件費）の経費が定められた。 

また、政務調査費規程が政務活動費規程に改正され、別表で定められてい

た「使途基準細目」が「政務活動に要する経費細目」に改められた。 

（６） その後、平成 26年３月、平成 27 年３月、平成 28年３月、平成 29年３

月、平成 30年３月及び令和２年３月に、政務活動費規程の一部が改正され、

「政務活動に要する経費細目」の見直しが行われた。

３ 判 断 

３―１ 監査の基本的な考え方と視点 

本件監査に当たっての基本的な考え方と視点は、次のとおりである。 

（１） 政務活動費は、会派及び議員が行う「区政に関する調査研究その他の活

動に資する」ことを目的として、必要とする経費の一部を助成するもので

あり、交付の対象、額及び方法並びに充てることができる経費の範囲、そ

の使途の透明性を確保するための方法等については、各自治体がその実情

に応じて制定する条例等に委ねられているものである。

（２） 会派及び議員による政務活動は多岐にわたっており、それに伴い生じる

経費も多様であるので、区では、平成 25 年３月から、政務活動費条例に

おいて、一部その使途の拡大を図り、政務活動費を充てることができる経

費を「会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各

種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる

活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」と定

めたところである。

（３） 二元代表制を基本とする地方自治制度において、議会は首長と並ぶ重要

な役割を担っており、議会の自律性やそれを構成する会派及び議員の政治

活動の自由は保障されなければならない。そして、政務活動には執行機関

に対する監視の機能の側面もあるので、執行機関と議会等との抑制と均衡

の理念等に鑑み、会派及び議員がどのような政務活動を行い、そのために

いかなる政務活動費を支出するかについては、基本的に会派及び議員の自

律的判断に委ねるべきものであると解するのが妥当である。

（４） しかし反面、政務活動費は公金である以上、制度の趣旨に沿った使途の

適正が自律的に確保されなければならず、また、それらを客観的に確認で

きるように透明性を確保することが必要である。このため、政務活動費条

例及び「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条

例施行規則」（以下「政務活動費規則」という。）に加え、区議会による自

主的なルールと仕組みが整えられてきたと認められるが、透明性の確保は、

使途が拡大された政務活動費制度において、より一層求められているとい

える。
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（５） こうしたことから、政務活動費の支出の適合性については、収支報告書

等の記載から明らかに違反していることがうかがわれるような場合はそ

の疑義を解明する必要があることはいうまでもないが、そうした場合を除

くと、「監査委員を含め区の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の

具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性を審査すること

を予定していない」とした政務調査費についての判例（平成 21 年 12月 17

日最高裁判所判決）は、政務活動費制度においても同様に該当すると解さ

れる。

（６） 以上から、本件監査において、政務活動費の支出については、政務活動

費制度の趣旨を踏まえ、会派及び議員の自律性を尊重することを基本とし、

政務活動費条例等の規定、判例、議会が自主的に定めた「政務活動に要す

る経費細目」等に照らし、また、使途の透明性の確保の観点にも留意して

その適合性を総合的に判断するものとする。

３―２ 判断基準 

請求人は、措置請求書記載の議員ごとに、返還請求の対象、金額、理由等を

述べており、その請求項目は、①研修費（研修会受講費用）、②研修費（研修会

開催費用）、③広聴広報費（区政報告関連費用）、④広聴広報費（区政報告会関

連費用）、⑤資料購入費（書籍購入費、新聞購読費）、⑥事務費（マスク購入費）

及び⑦人件費（政務活動補助職員賃金）の７項目に整理することができる。 

そこで、まず、上記の７項目について、令和２年度当時の政務活動費条例（資

料１）、政務活動費規則（資料２）、政務活動費規程（資料３）及び「政務活動

費の支出に関する事務処理について」（以下「事務処理の手引」という。）（資料

４）等に基づき、その判断基準を示した上で、「３－３ 議員別判断」におい

て、措置請求書の記載順に、議員ごとに請求内容の適否を判断することとする。 

（１）研修費（研修会受講費用）

区政に関する調査研究その他の活動のために研修会、講演会等に参加し、

その参加費、交通費、宿泊費等の経費を支出することは、「政務活動に要する

経費」で研修費として認められている。 

「政務活動に要する経費」、「政務活動に要する経費細目」及び「事務処理

の手引」等（以下「政務活動に要する経費・同細目等」という。）に基づき、

領収書が提出され、宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１万円以下の場合

は領収書等貼付用紙の備考欄に「研修会等の名称、開催日時、会場、主催者

及び概要等が記載され、それ以外の場合は研修会等の会場、研修目的、行程、

概要等を記載した「政務活動視察報告書」が提出され、実態に即して適切に

按分するなど適正に処理されていれば、違法又は不当であるということはで

きない。 

（２）研修費（研修会開催費用）

ア 「政務活動に要する経費」において、研修費は「会派又は議員が行う研
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修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要する経費」とされており、

区政に関する調査研究その他の活動のために勉強会、研修会等を開催し、

その講師謝礼金、会場費等の費用を支出することは、研修費として認めら

れている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書が提出され、講

師謝礼金が適正な金額であることを示すため、テーマや講義時間等の講義

内容が説明され、実態に即して適切に按分するなど適正に処理されていれ

ば、違法又は不当であるということはできない。 

イ 勉強会、研修会等が、政務活動としての側面に加えて、選挙活動等の政

務活動以外の活動としての側面を併有しているか否かについては、当該勉

強会、研修会等の内容、開催時期、参加人数等の諸事情を総合的に考慮し

て判断するのが相当である。

（３）広聴広報費（区政報告関連費用）

ア 「政務活動に要する経費」において、広聴広報費は「会派又は議員が行

う活動及び区政について区民に報告するために要する経費」とされており、

会派又は議員が行う活動及び区政について区民への報告等を行うため、区

政報告を作成し、その印刷費、送料等の費用を支出することは、広聴広報

費として認められている。

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書が提出され、区

政報告等の印刷経費の場合はその原本が提出され、実態に即して適切に按

分するなど適正に処理されていれば、違法又は不当であるということはで

きない。 

イ 区議会においては、区民の意見等を区政に的確に反映することが必要で

あり、そのためには区民の意見等を収集し、把握することが議員の調査研

究の一つとして重要であるところ、区政報告を発行し、会派及び議員の議

会活動並びに区政に関する政策等を区民に知らせることは、区民の意見等

を的確に収集し、把握する前提としての意義を有するものである。そのた

めには、まず、区民に区政報告を読んでもらう必要があり、区民に関心を

持ってもらうということも重要な要素になるというべきである。

そもそも、区政報告をどのような内容にするかについては、会派及び議

員の議会活動並びに区政に関する政策等を区民に知らせるという趣旨を

逸脱するものでない限りは、会派及び議員の裁量に委ねられているものと

解されるのであり、広聴広報活動をより効果的に行うための創意工夫の一

環として、議員の写真、似顔絵、プロフィール等を掲載し、当該部分に係

る経費に政務活動費を充てたとしても、それが社会通念に照らし相当な範

囲にとどまる限り、許されるものと解するのが相当である。 

したがって、区政報告に議員の写真、似顔絵、プロフィール等を掲載す

ることが直ちに選挙活動等に該当し、政務活動とは認められないと解する

のは相当でなく、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙

って掲載されたものといえるような特段の事情があれば格別、そうでない

限り、社会通念に照らし相当な範囲にとどまっていれば、違法又は不当で
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あるということはできない。 

ウ 平成27年４月26日の杉並区議選に近接した時期に作成・配布された区政

報告の作成費等の関連費用を平成26年度政務活動費から按分せずに支出

したことについて、平成31年３月22日東京地方裁判所判決（平成28年（行

ウ）第322号政務活動費返還請求事件）では、平成27年１月以降に作成・配

布された会派区政報告について、今後の区政に関する提言を記載している

という会派チラシの内容に加え、区議選の約３か月前という時期に作成・

配布されていること、14万6,250枚というかなり大きな部数を新聞折込み

の方法で配布したことなどの事情を総合すると、当該会派チラシは、会派

としての活動状況等を区民に対して報告・説明するという政務活動として

の側面を有すること自体は否定し難いものの、区議選に向けて会派あるい

は会派所属議員を選挙権者たる区民にアピールするという政党活動とし

ての側面を併せ有することも否定できないというべきであると判示され

ている。

また、同じ判決で、当該会派区政報告のほかにも、議員の区政報告につ

いて政治活動としての側面を併せ有することを否定できないというべき

であるとされたものがいくつかあり、一区議会議員の区政報告の判示を例

にあげると、杉並区の予算及び今後の区政に対する提言という政務活動と

しての側面があることは否定できないが、今後の区政に関する提言を記載

している区政報告書の内容に加え、区議選の約１か月前という時期に作

成・配布されていること、2万5,000部をポスティングの方法により配布し

たことなどの事情を総合すると、区政報告書は、区議選を控え、当該区議

会議員の今後の区政に対する提言を区民にアピールするという政治活動

としての側面を併せ有することを否定できないというべきであると判示

されている。 

これらから、会派チラシや議員の区政報告が平成27年４月の区議選に近

接した時期に作成・配布されていること及びその配布部数が、政治活動等

としての側面を併有しているという判断の重要な要素となっているもの

と考えられる。 

本件監査請求の対象とされた各区政報告は、区議選に近接した時期に作

成・配布されたものではないと判断することが相当である。 

（４）広聴広報費（区政報告会関連費用）

「政務活動に要する経費」において、広聴広報費は「会派又は議員が行う

活動及び区政について区民に報告するために要する経費」とされており、会

派又は議員が行う活動及び区政について区民への報告等を行うため、区政報

告会を開催し、その会場費、案内状作成費等の費用を支出することは、広聴

広報費として認められている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書が提出され、実態

に即して適切に按分するなど適正に処理されていれば、違法又は不当である

ということはできない。 
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（５）資料購入費（書籍購入費、新聞購読費）

ア 「政務活動に要する経費」において、資料購入費は「会派又は議員が行

う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費」とされており、

区政に関する調査研究その他の活動を行うに当たり、必要な書籍を購入し、

その経費を支出することは、資料購入費として認められている。書籍購入

について、一般的に書籍が広範囲にわたる知識を得るために有益な媒体で

あることなども勘案すると、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づ

き、領収書が提出され、書籍名が明らかにされるなど適正に処理されてい

れば、区政との関連性がうかがえない書籍を除いて、違法又は不当である

ということはできない。

イ また、新聞の購読についても、新聞は、日々変化する社会情勢等につい

て最新の情報が掲載されており、情報を簡易、迅速かつ広範囲に収集する

有効な手段であることから、政務活動に資するものである。

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書が提出され、新

聞名が明らかにされ、定期購読の場合は１年を超えない購読費であり、ま

た、購読新聞については専ら議員本人以外が購読しているものでない限り、

実態に即して適切に按分するなど適正に処理されていれば、違法又は不当

であるということはできない。 

（６）事務費（マスク購入費）

「政務活動に要する経費」において、事務費は「会派又は議員が行う活動

に係る事務の遂行に要する経費」とされており、区政に関する調査研究その

他の活動に係る事務に要する事務用品・備品（５万円以上の物品をいう。）

を購入し、その経費を支出することは、事務費として認められている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書が提出され、実態

に即して適切に按分され、備品については備品台帳を作成するなど適正に処

理されていれば、違法又は不当であるということはできない。 
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３―３ 議員別判断 

以下、措置請求書の記載順に、議員ごとに請求内容の適否を判断する。 

（１）浅井くにお議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート令和２年夏号（№21）及

び区政レポート令和３年新年号（№22）】 

紙面の１ページ目は浅井くにお区政レポートの題字と浅井議員の顔写

真で４分の１強を占めている。４ページ目は、浅井議員のプロフィールと

議会活動と資格・趣味等で占められていて、政務活動に関する記事ではな

い。 

全額を計上することは政務活動費規程（支出基準）第２条第２項に反し

た不当な支出であり、社会通念に照らして相当な按分が必要である。 

したがって、①№21については計上額の50％（40万4,120円）、②№22に

ついては、その費用の全額を政務活動費から支出していないため、当該費

用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額（31万7,580円）の返

還を求める。 

[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート令和２年夏号（№21）及

び区政レポート令和３年新年号（№22）】 

上記の「３―２ 判断基準」（以下「判断基準」という。）（３）アのとお

り、領収書並びに区政報告及び封筒の原本が提出されており、「政務活動

に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認めら

れる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①令和２年夏号には令和２年第

１回及び第２回杉並区議会定例会並びに第１回臨時会に関する記事が掲

載され、②令和３年新年号には令和２年第３回及び第４回杉並区議会定例

会に関する記事が掲載されており、いずれも区政に関するものであり、政

務活動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、選挙活動等の政務活

動に該当しない記事等が掲載されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真、プロフィール等が掲載されているが、判断

基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果の

みを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認めら

れず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えている

ということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送及びポスティングによる配布時期（①令和２年夏号：令和２年８月中

旬、②令和３年新年号：令和２年12月下旬（郵送）、令和３年１月上旬（ポ

スティング））、配布部数（①令和２年夏号：2万3,841部、②令和３年新年



- 15 -

号：2万3,851部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるもの

ではなく、選挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有している

とは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（２）安斉あきら議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポート令和２年№22及び区

議会レポート令和３年№23】 

安斉議員は「無所属」と「自民党区議団」の両方を使い、広報を出して

いる。区議会レポートは、選挙公報に書いた「無所属」で発行しており、

明らかに選挙を意識して発行したと区民には解釈され「選挙活動に関する

経費」が含まれていることから、全額を計上することは政務活動費規程(支

出基準)第２条に反した不当な支出である。また、業者に一任し、高い郵送

料を払うことは、「事務処理の手引き」14ページの「郵便区内特別郵便」の

活用を求める使途基準に反し、地方自治法第２条第14項に反した不当な支

出である。また、レイアウトデザイン費に№22（7万円）、№23（7万円）も

使っている。社会通念に照らして相当な按分が必要である。 

したがって、①№22については計上額の50％（40万4,676円）、②№23に

ついては、その費用の全額を政務活動費から支出していないため、当該費

用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額（46万7,593円）の返

還を求める。 

 [判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポート令和２年№22及び区

議会レポート令和３年№23】 

判断基準（３）アのとおり、領収書並びに区政報告及び封筒の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①令和２年№22には令和２年第

３回及び第４回杉並区議会定例会並びに文化芸術・スポーツに関する特別

委員会等に関する記事が掲載され、②令和３年№23には令和３年第１回杉

並区議会定例会等に関する記事が掲載されており、いずれも区政に関する

ものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、選挙

活動等に関連する記事等、政務活動に該当しない記事等が掲載されている

とは認められない。 

そのほか、判断基準（３）イのとおり、区政報告については、区民に読

んでもらう必要があり、区民に関心を持ってもらうということも重要な要

素になることから、そのために、デザイン代を政務活動費から支出するこ

とも認められるというべきである。また、当該議員の写真等が掲載されて

いるが、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載
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されたものといえるような特段の事情があるとは認められず、その紙面に

占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えているということはで

きない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送又はポスティングによる配布時期（①№22：令和３年１月中旬（郵送）、

②№23：令和３年４月上旬（郵送）、同年４月（ポスティング））、配布部数

（①№22：5,715部、②№23：1万9,608部）を考慮しても、当該議員の区政

報告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等の政務活動以外の活動とし

ての側面を併有しているとは認められない。

請求人は、区議会レポートは、「無所属」で発行し明らかに選挙を意識し

ていると主張する。しかしながら、当該議員から、「会派については、「杉

並区議会自由民主党」に所属しているに過ぎず、「無所属」としての立場は

変わらない」と説明され、それを否定する根拠はない。 

また、請求人は、「業者に一任し、高い郵送料を払うことは、事務処理の

手引き」14ページの「郵便区内特別郵便」の活用を求める使途基準に反し、

地方自治法第２条第14項に反した不当な支出であると主張する。しかしな

がら、同項は、普通地方公共団体がその事務を処理するに当たって準拠す

べき指針（地方自治運営の基本原則）を定めたものであり、当該議員の自

律的判断が裁量権の範囲の著しい逸脱又はその濫用があり、同項の趣旨を

没却する結果となる特段の事情が認められるときでなければ、当該議員の

行為が地方自治法第２条第14項に反し違法となるものではない。 

当該議員から、「発送代行費用については、「郵便区内特別郵便」を使用

しているため指摘にはあたらない」と説明され、それを否定する根拠はな

い。 

上記のとおり、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されており、発送を事業者に委託した当該議員の判断が裁量権の範囲

の著しい逸脱又はその濫用があるとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（３）井原太一議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 研修費（研修会受講費用）【役所を動かす質問のしかた】 

議員として役所に対して質問するのは当たり前の仕事である。質問の仕

方について学ぶのは自己研鑽であり、政務活動費(税金)から支出すること

は論外である。「政務活動費条例」第９条に違反し、「政務活動費規程」第

２条第１項第６号に該当する不当な支出である。 

したがって、計上額の全額（6万円）の返還を求める。 

 [判 断] 

１ 研修費（研修会受講費用）【役所を動かす質問のしかた】 

判断基準（１）のとおり、領収書が提出され、研修会の名称、開催日時、
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会場、主催者及び概要等が明らかにされており、「政務活動に要する経費・

同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

請求人は、議員として役所に対して質問するのは当たり前の仕事であり、

質問の仕方について学ぶのは自己研鑽であると主張する。しかしながら、

「政務活動に要する経費」に該当するか否かは研修会の内容等から判断す

べきものであり、研修会の名称だけを理由に政務活動に該当しないという

ことはできない。 

受講した４講座のうち、第１講座は「議会の権限」、「質疑、質問、討

論の効用」等、第２講座は「成果を出すための段取り」、「質問の組み立

て方」等、第３講座は「アフターコロナ時代の政策提言の要点」等、第４

講座は「人口減少時代の財政関連質問のポイント」等の内容であり、当該

研修会の内容は、いずれも区政と関連性を有するものと認められる。 

当該議員からは、「いずれも教養講座ではなく、より実践的で、かつ現

コロナ禍下での他地方自治体の取組みから最新動向を学ぶ、という政務活

動の趣旨に合致する内容でした」と説明され、合理的な説明がされている。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（４）岩田いくま議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政報告第66号（令和２年春号）、区

政報告第68号（令和２年秋号）及び区政報告第70号（令和３年春号）】 

紙面の４ページ目に「ゲストティーチャー」の記事がある。岩田議員が

ゲストティーチャーとして、学校と深くかかわっていることを書いている。

議員の活動は多岐にわたり、政務活動の部分を簡単に決めることは困難と

思うが、区議会の代表として区議会議員としての仕事かどうか不明である。

或いは地域の大人ならば私人であり、私人としての活動を記事にしたので

あり、政務活動ではない。全額を政務活動費で計上することは「政務活動

費規程」第２条に反する支出であり、社会通念に照らして相当な割合によ

る按分が必要である。 

したがって、計上額の50％（①第66号：9万4,988円、②第68号：8万7,822

円、③第70号：10万8,223円）の返還を求める。 

[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政報告第66号（令和２年春号）、区

政報告第68号（令和２年秋号）及び区政報告第70号（令和３年春号）】 

判断基準（３）アのとおり、領収書並びに区政報告及び封筒の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①第66号には令和２年第１回杉

並区議会定例会での岩田議員の代表質問や予算特別委員会等に関する記

事、②第68号には令和元年度杉並区決算等に関する記事、③第70号には令
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和３年度杉並区予算の課題等に関する記事が掲載されており、いずれも区

政に関するものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認め

られ、選挙活動等に関連する記事等、政務活動に該当しない記事等が掲載

されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真、プロフィール等が掲載されているが、判断

基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果の

みを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認めら

れず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えている

ということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送による配布時期（①第66号：令和２年４月中旬、②第68号：同年11月

上旬、③第70号：令和３年３月下旬）、配布部数（①第66号：2,117部、②

第68号：2,064部、③第70号：1,254部）を考慮しても、当該議員の区政報

告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等の政務活動以外の活動として

の側面を併有しているとは認められない。 

請求人は、「ゲストティーチャー」は区議会議員としての仕事かどうか

不明であり、私人としての活動を記事にしたもので政務活動ではないと主

張する。しかしながら、区議会議員としてゲストティーチャーとなり、授

業に参加し、学校教育に携わり、この活動を記事にして区民に知らせるこ

とは、区政と関連性を有するものと認められる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（５）大和田伸議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告会関連費用）【区政報告（令和２年夏号）】 

  Ａ３両面の区政報告である。１ページ目は、題字とあいさつで大部分を

占めている。大和田議員一人の写真が４枚、自民党議員の会派の写真、区

政調査とは思われない紙面である。議員の仕事は多岐にわたり、全てを政

務活動とは認められない。「自民党会派の幹事長として」、「区議会最大会

派として」というように政党活動も含まれており、全額を計上することは

「使途基準の按分の原則」に反した不当な支出であり、社会通念に照らし

て相当な按分が必要である。 

したがって、計上額の50％（26万5,781円）の返還を求める。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【杉並区議会報告はがき（令和３年１

月）】 

はがきの文面からして、どの部分が政務活動か判断できない。普通郵便

のはがきを使用しているが、新年の挨拶かと言われる文面である。末尾は

「まさに今こそ、『まちの御用聞き』としての原点に立ち返り、この難しい

区政のかじ取りに、区議会最大会派の幹事長としてかかわっていく覚悟で

す。」と書いてあり、大和田議員の決意を述べた選挙活動である。全額を政
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務活動費で計上することは使途基準に反した不当な支出であり、社会通念

に照らして相当な按分が必要である。 

したがって、計上額の50％（25万1,765円）の返還を求める。 

[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告会関連費用）【区政報告（令和２年夏号）】 

判断基準（３）アのとおり、領収書並びに区政報告及び封筒の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、杉並区内基幹４病院（発熱外来）

への独自支援、コロナ禍における杉並区の態勢報告等に関する記事が掲載

されており、区政に関するものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当

するものと認められ、選挙活動等の政務活動に該当しない記事等が掲載さ

れているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真、プロフィール等が掲載されているが、判断

基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果の

みを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認めら

れず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えている

ということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送による配布時期（令和２年９月中旬）、配布部数（6,821部）を考慮し

ても、当該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等の政

務活動以外の活動としての側面を併有しているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【杉並区議会報告はがき（令和３年１

月）】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されてい

ることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①コロナ禍の負の影響により杉

並区の財政（新年度の歳入）は、過去最大規模の減収が見込まれること、

②今後、今ある事業やサービス等の見直しも迫られるかもしれないこと、

③財政規律を堅持しつつも、コロナ対策を筆頭に、区民生活を取り巻く喫

緊の課題について「躊躇なく財源を投入すべき」と考えることが掲載され

ており、区政に関するものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当する

ものと認められ、また、時候の挨拶等が記載されているが、全体の前置き

と結びの挨拶にすぎず、かつ、相当な範囲にとどまっているものと認めら

れ、選挙活動等に関連する記事等、政務活動に該当しない記事等が掲載さ

れているとは認められない。

そのほか、当該議員の「直球で勝負！！」とのキャッチフレーズ、野球

のボールを模したイラスト等が掲載されているが、判断基準（３）イのと
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おり、当該キャッチフレーズ等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを

狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認められず、

その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えているとい

うことはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送による配布時期（令和３年１月から同年２月まで）、配布部数（6,800

部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選

挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有しているとは認めら

れない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（６）小川宗次郎議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政調査・報告レポート令和３年報告

号】 

区長とのインタビューが紙面の多くを占めた報告レポートは政治活動、

選挙活動等の要素を含んでいる。広報紙は、対談の４分の３が区長発言で、

政務活動費の使途基準には合わない。また、印刷枚数（2万3,000部）－ポ

スティング（2万部）－封入（2,000部）＝残り（1,000部）となるが、残り

（1,000部）はどのように配布したのか説明を求める。

経費の全額を計上することは「政務活動費条例」第９条、「政務活動費規

程」第２条の支出基準に違反する支出であり、社会通念に照らして相当な

割合による按分が必要である。 

したがって、計上額の50％（16万3,576円）の返還を求める。

[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政調査・報告レポート令和３年報告

号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書並びに区政報告及び封筒の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、「インタビュー コロナ禍をど

う生きるか 杉並区がやりぬくこれからの施策」と題した当該議員の杉並

区長へのインタビュー、令和３年第１回杉並区議会定例会・予算特別委員

会、新型コロナウイルスワクチン接種等に関する記事が掲載されており、

区政に関するものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認

められ、選挙活動等に関連する記事等、政務活動に該当しない記事等が掲

載されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真、プロフィール等が掲載されているが、判断

基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果の

みを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認めら
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れず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えている

ということはできない。 

次に、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

ポスティングによる配布時期（令和３年４月上旬から令和４年４月上旬ま

で）、配布部数（2万部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超え

るものではなく、選挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有し

ているとは認められない。 

請求人は、区長とのインタビュー記事は政治活動、選挙活動等の要素を

含んでいると主張する。しかしながら、議員は、区政と区民をつなぐ役割

を有しており、杉並区が発行する広報と異なる視点で区長に質問し、区政

報告として記事を掲載することは政務活動（広聴広報活動）に該当するも

のと認められる。 

また、印刷枚数の残部（1,000部）の配布については、当該議員から、「手

渡し、会合で配布」し、「若干枚数の残はありますが、自らポスティング、

手渡し、会合で現在も配布している」と説明され、それを否定する証拠は

ない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（７）川野たかあき議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【立憲民主党杉並区議団臨時区議会レ

ポート2020年８月号及び立憲民主党杉並区議団臨時区議会レポート2021

年３月号】 

2020年８月号、2021年３月号の「会派報告書」を川野議員が自分用に増

刷して多額の政務活動費を使った。「立憲民主党杉並区議団」と発行した

区政報告書なので、政党活動の部分も含んでいる。「事務処理の手引き」13

ページでは、政党活動などに関する記述がある場合は按分が必要とあり、

全額を計上することは、使途基準に反する不当な支出である。 

したがって、①2020年８月号については計上額の50％（29万4,250円）、

②2021年３月号については、その費用の全額を政務活動費から支出してい

ないため、当該費用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額（27

万1,678円）の返還を求める。

[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【立憲民主党杉並区議団臨時区議会レ

ポート2020年８月号及び立憲民主党杉並区議団臨時区議会レポート2021

年３月号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されてい

ることが認められる。 
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そして、当該区政報告の内容をみると、①2020年８月号には新型コロナ

ウイルス感染症対策に関する杉並区への要望等に関する記事が掲載され、

②2021年３月号には新型コロナウイルス対策への提言、令和３年第１回杉

並区議会定例会の予算特別委員会の報告等に関する記事が掲載されてお

り、いずれも区政に関するものであり、立憲民主党杉並区議団の政務活動

（広聴広報活動）に該当するものと認められ、政党活動等に関連する記事

等、政務活動に該当しない記事等が掲載されているとは認められない。

そのほか、立憲民主党杉並区議団５名の写真、電話番号等が掲載されて

いるが、判断基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のため

の宣伝効果のみを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があ

るとは認められず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲

を超えているということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

ポスティングによる配布時期（①2020年８月号：令和２年８月下旬から同

年９月上旬まで、②2021年３月号：令和３年３月下旬）、配布部数（①2020

年８月号：5万部、②2021年３月号：4万6,800部）を考慮しても、当該議員

の区政報告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等の政務活動以外の活

動としての側面を併有しているとは認められない。 

請求人は、会派区政報告書を川野議員が自分用に増刷し多額の政務活動

費を支出したと主張する。しかしながら、所属する会派が発行する区政報

告を当該議員用に配布することは政務活動と認められ、会派区政報告書の

印刷等（会派５名分）を発注する際に、費用削減のため当該議員用の追加

分を併せて発注しており、違法・不当性は認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（８）國﨑たかし議員

 [請求人の主張要旨] 

 第２ 監査の実施「２ 監査対象事項」（３ページ）で述べたとおり、人件

費（政務活動補助職員賃金）（60万円）の返還を求める請求については、本

件監査請求後に同額が返還されたため、監査の対象外（却下）とした。 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【杉並区議会報告はがき】 

はがきの文面からして、区政調査の政務活動ではなく、自身の議会での

活動報告である。社会通念上、相当な割合による按分が必要である。 

したがって、計上額の50％（20万4,655円）の返還を求める。 

２ 資料購入費（書籍購入費） 

年度末、４日間を残すのみ。以前にも年度末に大量に支出する議員がい

て問題になったことがある。年度末に慌てて49冊も購入した目的は何か。 

説明が政務活動の目的として認められなければ、計上額の全額（9万

2,455円）の返還を求める。 
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[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【杉並区議会報告はがき】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されてい

ることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①前年は、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響を受け、今年度はコロナ対策の所管である保健福祉委員

会に所属し、区民への影響を最小限に抑えるべく積極的に議論を進めるこ

と、②杉並区内では、特殊詐欺被害が留まることなく発生し、被害防止の

ため、自動通話録音機の無料貸し出し台数の拡充を提言し実現したことが

掲載されており、区政に関するものであり、政務活動（広聴広報活動）に

該当するものと認められ、また、時候の挨拶等が記載されているが、全体

の前置きと結びの挨拶にすぎず、かつ、相当な範囲にとどまっているもの

と認められ、選挙活動等に関連する記事等、政務活動に該当しない記事等

が掲載されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の氏名、事務所の所在地、携帯電話番号等が掲載さ

れているが、判断基準（３）イのとおり、当該議員の氏名等が専ら選挙活

動等のための宣伝効果のみを狙って掲載されたものといえるような特段

の事情があるとは認められず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし

相当な範囲を超えているということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送による配布時期（令和３年１月から同年２月まで）、配布部数（5,500

部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選

挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有しているとは認めら

れない。 

２ 資料購入費（書籍購入費） 

判断基準（５）アのとおり、領収書及び書籍名を明らかにした一覧表が

提出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

議員の活動は多岐にわたり、区政に関連する書籍を購入することは政務

活動として必要なものである。 

「子どもの貧困ハンドブック」、「日本の社会保障、やはりこの道でし

ょ！」、「学校と暴力」など49冊いずれも区政に関する調査研究その他の活

動に資するものであり、当該議員が政務活動に必要と判断して購入した書

籍と認められる。 

年度末の購入については、当該議員から、「予算特別委員会で気になっ

た分野について見識を深めるために購入した」と説明され、それを否定す

る根拠はない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
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（９）田中ゆうたろう議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政報告はがき（令和３年１月）】 

区民から見ると、毎年、新年１月に6,200枚のはがきを出すことは選挙

を意識したあいさつ文と判断される。はがきの紙面は題字と田中議員の写

真、住所とTEL・FAX番号、署名、ダマラザルのサルの絵で紙面の半分を占

めている。記事は「座・高円寺」のことを書いているが、全額を計上する

ことは「政務活動費規程」第２条に反する支出であり、社会通念上相当な

割合による按分が必要である。 

したがって、計上額の50％（27万4,435円）の返還を求める。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【田中ゆうたろう通信令和３年予算特

別号】 

紙面の約４分の１を使って田中議員の経歴、顔写真とダマラザルのサル

の絵、「ゆうたろうの腰折れ一首」など、この紙面は政務活動とは認められ

ない部分もあり、政治活動が多く混在している。社会通念上、相当な割合

による按分が必要である。 

したがって、その費用の全額を政務活動費から支出していないため、当

該費用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額（54万8,640円）

の返還を求める。 

３ 資料購入費（書籍購入費） 

図録代には「図録3,000円(税込)等の売上は、全て義捐金として南相馬

市役所に寄付いたします。」と書かれている。政治家の寄附は禁止されて

おり、政務活動費からの寄附は認められない。 

したがって、計上額の全額（3,000円）の返還を求める。 

 なお、上記１から３までの返還請求額の合計は「82万6,075円」となる

が、措置請求書には返還請求額の合計が「82万6,065円」と記載されてお

り、金額が一致していない。 

[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政報告はがき（令和３年１月）】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されてい

ることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、杉並区立杉並芸術会館「座・高

円寺」に関することが掲載されており、区政に関するものであり、政務活

動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、選挙活動等に関連する記

事等、政務活動に該当しない記事等が掲載されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真、「ダマラザル。」と書かれたイラスト等が掲



- 25 -

載されているが、判断基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動

等のための宣伝効果のみを狙って掲載されたものといえるような特段の

事情があるとは認められず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相

当な範囲を超えているということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送による配布時期（令和３年１月から同年２月まで）、配布部数（6,200

部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選

挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有しているとは認めら

れない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【田中ゆうたろう通信令和３年予算特

別号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されてい

ることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、「杉並区の子供を救え！」と題す

る記事、杉並区立杉並芸術会館「座・高円寺」に関する記事、区長や議会

に関する記事が掲載されており、区政に関するものであり、政務活動（広

聴広報活動）に該当するものと認められ、選挙活動等に関連する記事等、

政務活動に該当しない記事等が掲載されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真、プロフィール等が掲載されているが、判断

基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果の

みを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認めら

れず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えている

ということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

ポスティングによる配布時期（令和３年４月上旬）、配布部数（9万5,000

部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選

挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有しているとは認めら

れない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

３ 資料購入費（書籍購入費） 

判定基準（５）アのとおり、領収書が提出され、当該領収書には書籍名

「第四回武者絵展図録」と記載されており、「政務活動に要する経費・同

細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

議員の活動は多岐にわたり、区政に関連する書籍を購入することは政務

活動として必要なものである。 

購入した書籍は、主催「武者絵展実行委員会」、共催「杉並区」で開催し

た「第四回武者絵展」（令和２年10月26日から同年11月６日まで（区役所２

階区民ギャラリー）、令和２年12月12日から同年12月21日まで（セシオン
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杉並展示室）で開催）に関するものであり、区政に関する調査研究その他

の活動に資するものであり、当該議員が政務活動に必要と判断して購入し

た書籍と認められる。 

請求人は、図録の売上は全て義捐金として南相馬市役所に寄附されるこ

とは政治家の寄附行為に当たると主張する。しかしながら、図録の購入に

よる寄附は、主催者である「武者絵展実行委員会」が、当該図録の収入の

一部を「相馬野馬追執行委員会」に対して行っており、当該議員が南相馬

市役所に寄附行為をした事実は認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（10）藤本なおや議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 事務費（マスク購入費） 

コロナ禍で、議員がマスクをつける場合、「政務活動費条例」を読んでみ

たが、該当する項目が見当たらない。 

したがって、当該マスク購入については、その費用の全額を政務活動費

から支出していないため、当該費用の50％に相当する額から自己負担額を

控除した額（2,200円）の返還を求める。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート第63号、第64号、第65号

及び第66号】 

藤本議員の区政レポートは全て郵送で送られた区民にだけ知らせるも

のであって、全額を政務活動費で支出することは「政務活動費条例」第１

条の趣旨や「政務活動費規程」第２条に反するものであり、社会通念に照

らして相当な割合による按分が必要である。 

したがって、計上額（第63号、第64号、第65号及び第66号の広報費合計

額110万2,765円）の50％（55万1,382円）の返還を求める。 

なお、措置請求書に記載されている第63号から第66号までのそれぞれの

計上額（①第63号：39万6,075円、②第64号：33万8,253円、③第65号：35

万1,650円、④第66号：16万5,787円）を合計すると「125万1,765円」とな

るが、措置請求書には「110万2,765円」と記載されており、金額が一致し

ていない。 

[判 断] 

１ 事務費（マスク購入費） 

判断基準（６）のとおり、領収書が提出され、適切な按分割合50％で計

上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

議員の活動は多岐にわたり、区政に反映させるために区民から意見・要

望を聴取することは政務活動として必要なものである。当該議員から、「当
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時、東京では１月７日に緊急事態宣言が発出され、徹底した感染症予防対

策が求められている時期であった」、「特に区民生活相談等などで止むを得

ず区民と接触しなければならない際には、短時間であっても、その都度自

身のマスクを新しいものに着け換える必要があったことからも、使い捨て

マスクの用途として纏まった数を確保する必要があった」と説明され、合

理的な説明がされている。

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート第63号、第64号、第65号

及び第66号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書並びに区政報告及び封筒の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①第63号には「これまでの杉並

区におけるコロナ感染症対策の補正予算」と題する記事等が掲載され、②

第64号には令和２年第２回杉並区議会定例会の一般質問等に関する記事

が掲載され、③第65号には「緊急事態宣言 再発令。区内感染者は2000人を

超える」と題する記事等が掲載され、④第66号には「令和３年第１回杉並

区議会定例会代表質問」と題する記事等が掲載されており、いずれも区政

に関するものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認めら

れ、選挙活動等に関連する記事等、政務活動に該当しない記事等が掲載さ

れているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真等が掲載されているが、判断基準（３）イの

とおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載

されたものといえるような特段の事情があるとは認められず、その紙面に

占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えているということはで

きない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送による配布時期（①第63号：令和２年５月上旬、②第64号：令和２年

８月上旬及び中旬、③第65号：令和３年１月上旬及び中旬、④第66号：令

和３年３月下旬）、配布部数（①第63号：5,036部、②第64号：4,933部、③

第65号：4,601部、④第66号：2,037部）を考慮しても、当該議員の区政報

告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等の政務活動以外の活動として

の側面を併有しているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（11）松浦威明議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政報告はがき 令和３年初春号】 

「今年も国の為、区民の為、皆の幸せの為に邁進して参ります。」末文  

は手書きで「お会いできる時を楽しみにしております」と結んでいる松浦
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議員の初春の挨拶文である。「政務活動費条例」第９条と照らしてみると、

区政の調査研究等の内容はわずかである。 

したがって、社会通念に照らし、計上額の50％（29万6,277円）の返還を

求める。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政報告令和３年春号】 

かかった経費を15/16で按分することは認められない。 

したがって、その費用の全額を政務活動費から支出していないため、当

該費用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額（28万8,462円）の

返還を求める。 

[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政報告はがき 令和３年初春号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されてい

ることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①前年の大きな施策は、新型コ

ロナウイルス感染症対策として、中小企業支援、商店街支援等の施策を実

施したこと、②杉並区内の四病院が発熱外来受付病院となり、当該病院に

対する経営支援対策として区から約23億円を拠出したことが掲載されて

おり、区政に関するものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するも

のと認められ、また、結びの挨拶等が記載されているが、相当な範囲にと

どまっているものと認められ、選挙活動等に関連する記事等、政務活動に

該当しない記事等が掲載されているとは認められない。

そのほか、当該議員の区議会議場の写真等が掲載されているが、判断基

準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみ

を狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認められ

ず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えていると

いうことはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送による配布時期（令和３年１月下旬から同年２月上旬まで）、配布部

数（6,800部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるものでは

なく、選挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有しているとは

認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政報告令和３年春号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書並びに区政報告及び封筒の原本が提

出され、「ゆうこ先生の診察室」と題する記事に係る部分については、紙面

全体に占める按分割合としては適切な16分の１で計算され、当該按分割合

を除く16分の15で計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」

に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると「新型コロナウイルス予防」、「杉
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並区議会 令和３年度の予算が成立」、「予算特別委員会 質問概要」等と題

する記事が掲載されており、区政に関するものであり、政務活動（広聴広

報活動）に該当するものと認められ、選挙活動等に関連する記事等、政務

活動に該当しない記事等が掲載されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真、プロフィール等が掲載されているが、判断

基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果の

みを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認めら

れず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えている

ということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送及びポスティングによる配布時期（令和３年３月下旬（郵送）、令和３

年４月上旬（ポスティング））、配布部数（3万6,215部）を考慮しても、当

該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等の政務活動以

外の活動としての側面を併有しているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（12）松本みつひろ議員

[請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポートVol.03）】 

この経費の領収書は４月３日に発行されているが、前年度分の支出であ

り、令和２年度の支出には該当しない。「政務活動費条例」第12条に「当該

会派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出」と決めて

いる。「政務活動費条例」に反した不当な支出である。 

したがって、計上額（新聞折込み、ポスティング代）の全額（17万6,892

円）の返還を求める。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポートVol.04及び区議会レ

ポート特別号（コロナレポート）】 

 松本議員は自身の大きな顔写真のみを按分の対象としているが、4.7％

とは思えないほどインパクトのある顔写真である。この写真以外の写真は

考慮されていない。按分を95.3％とした根拠が不明である。また、３万枚

印刷し、新聞折込み（1万2,500部）、ポスティング（1万1,250部）の残り6,250

枚分はどうしたのか。費用（4万9,710円）の説明が必要である。 

したがって、その費用の全額を政務活動費から支出していないため、当

該費用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額（18万2,457円）の

返還を求める。 

３ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポートVol.05）】 

このレポートには、当時の日本維新の会副代表（現在の大阪府知事）の

写真が載せられ、政務活動費として支出できない経費「政党活動に関する

経費」も混在している。また、松本議員の大きな顔写真のみを按分の対象

としているが、4.7％とは思えないほどインパクトのある顔写真と議会で
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の発言の写真も掲載しており、按分95.3％は認められない。 

したがって、その費用の全額を政務活動費から支出していないため、当

該費用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額（18万9,109円）の

返還を求める。 

４ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポートVol.06】 

双子を抱いた松本議員の大きな似顔絵や子育てのイラストは按分が必

要である。また、この号も当時の日本維新の会副代表（現在の大阪府知事）

の写真が載せられ、政務活動費として支出できない経費「政党活動に関す

る経費」も混在している。 

したがって、計上額の50％（5万5,465円）の返還を求める。 

５ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポートVol.07】 

松本議員の大きな似顔絵や、写真が掲載されている。当時の日本維新の

会副代表（現在の大阪府知事）の写真が載せられ、政務活動費として支出

できない経費「政党活動に関する経費」も混在している。 

したがって、その費用の全額を政務活動費から支出していないため、当

該費用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額（3万3,410円）の

返還を求める。 

[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポートVol.03）】 

判断基準（３）アのとおり、令和元年度の政務活動費収支報告では領収

書及び区政報告の原本が提出され、また、令和２年度の新聞折込み及びポ

スティング代についても領収書の原本が提出され、当該議員の顔写真等に

係る部分を紙面全体に占める割合としては適切な6.4％で計算し、当該按

分割合を除く93.6％で計上されており、「政務活動に要する経費・同細目

等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。

請求人は、当該広聴広報費は前年度分（令和元年度）の支出であり、令

和２年度の支出には該当せず、「政務活動費条例」第12条の「その年度にお

いて行った政務活動費による支出」に反していると主張する。 

しかしながら、政務活動費条例、政務活動費規則、政務活動費規程及び

「事務処理の手引き」のいずれにおいても、その年度において行った政務

活動の費用を翌年度の政務活動費から支出することを禁じる規定はない。 

「政務活動費条例」第12条（政務活動費の返還）は、その年度に交付さ

れた政務活動費の総額から、その年度における政務活動費の支出総額を控

除して残余がある場合は、この返還を求めるという趣旨であり、本件はこ

れに該当しない。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポートVol.04及び区議会レ

ポート特別号（コロナレポート）】

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出され、当
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該議員の顔写真に係る部分を紙面全体に占める割合としては適切な4.7％

で計算し、当該按分割合を除く95.3％で計上されており、「政務活動に要

する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①Vol.04には令和２年第１回杉

並区議会定例会での当該議員の一般質問等に関する記事が掲載され、②区

議会レポート特別号には新型コロナウイルス感染症（杉並区内の状況）等

に関する記事が掲載されており、区政に関するものであり、政務活動（広

聴広報活動）に該当するものと認められ、選挙活動等の政務活動に該当し

ない記事等が掲載されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真等が掲載されているが、判断基準（３）イの

とおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載

されたものといえるような特段の事情があるとは認められず、当該議員の

顔写真の大きさについても、適切に按分されている。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

新聞折込み及びポスティングによる配布時期（令和２年４月中旬（新聞折

込み）、令和２年４月中旬から同年５月中旬（ポスティング））、配布部数

（2万3,750部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるもので

はなく、選挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有していると

は認められない。 

請求人は、３万枚印刷し、新聞折込み（1万2,500部）、ポスティング（1

万1,250部）の残り6,250枚分の説明が必要であると主張する。しかしなが

ら、当該議員から、「業者に委託せずに自分でポスティングした部数であ

る」と説明され、それを否定する証拠はない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

３ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポートVol.05）】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出され、「政

務活動に要する経費・同細目等」に基づき処理されていることが認められ

る。 

また、当初の按分割合は、当該議員の顔写真に係る部分を紙面全体に占

める按分割合としては適切な4.7％で計算し、当該按分割合を除く95.3％

で計上されていたが、本件監査請求後に令和２年度収支報告書等の訂正

（誤記控除・誤記更正）が行われ、「日本維新の会副代表」の顔写真が掲載

された記事に係る部分を紙面全体に占める按分割合としては適切な0.6％

で計算し、当該按分割合（4.7％及び0.6％）を除く94.7％で計上されてい

ることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、令和２年第２回杉並区議会定例

会での当該議員の一般質問等に関する記事が掲載されており、区政に関す

るものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、選

挙活動等の政務活動に該当しない記事等が掲載されているとは認められ

ない。 

次に、当該議員の写真等が掲載されているが、判断基準（３）イのとお
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り、当該議員の写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲

載されたものといえるような特段の事情があるとは認められず、当該議員

の顔写真の大きさについても、適切に按分されている。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送、新聞折込み及びポスティングによる配布時期（令和２年９月中旬（郵

送、新聞折込み）、令和２年７月上旬から同年８月下旬まで（ポスティン

グ））、配布部数（４万部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超

えるものではなく、選挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有

しているとは認められない。 

更に、第２ 監査の実施「２ 監査対象事項」（３ページ）で述べたとおり、

本件支出のうち、「日本維新の会副代表」の顔写真が掲載された記事に係

る部分の按分割合0.6％の支出（2,504円）については、本件監査請求後に

返還され、監査の対象外（却下）としたところである。 

なお、実際に当該議員が返還した額は、上記支出額（2,504円）と、本件

の返還請求にない「封筒印刷費用（令和２年9月10日支出）」を按分した額

（169円）との合計額（2,673円）である。 

請求人は、当該費用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額

（18万9,109円）の返還を求めているが、当該区政報告は、当該議員の政務

活動としての性格を有することが認められ、上記のとおり適切に按分すれ

ば足りる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

４ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポートVol.06】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき処理されていることが

認められる。 

また、当初は按分されていなかったが、本件監査請求後に令和２年度収

支報告書等の訂正（誤記控除・誤記更正）が行われ、「日本維新の会副代表」

の顔写真が掲載された記事に係る部分については、紙面全体に占める按分

割合としては適切な0.7％で計算され、当該按分割合（0.7％）を除く99.3％

で計上されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、令和２年第３回杉並区議会定例

会での当該議員の一般質問等に関する記事が掲載されており、区政に関す

るものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、選

挙活動等の政務活動に該当しない記事等が掲載されているとは認められ

ない。 

次に、当該議員の写真、プロフィール等が掲載されているが、判断基準

（３）イのとおり、当該議員の写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果

のみを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認め

られず、当該議員の似顔絵の大きさについても、違法・不当とまではいう

ことはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、
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新聞折込みによる配布時期（令和２年11月上旬）、配布部数（１万部）を考

慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等

の政務活動以外の活動としての側面を併有しているとは認められない。 

なお、第２ 監査の実施「２ 監査対象事項」（３ページ）で述べたとおり、

本件支出のうち、「日本維新の会副代表」の顔写真が掲載された記事に係

る部分の按分割合0.7％の支出（778円）については、本件監査請求後に返

還され、監査の対象外（却下）としたところである。 

請求人は、当該費用の50％（5万5,465円）の返還を求めているが、当該

区政報告は、当該議員の政務活動としての性格を有することが認められ、

上記のとおり適切に按分すれば足りる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

５ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区議会レポートVol.07】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき処理されていることが

認められる。 

また、当初は按分されていなかったが、本件監査請求後に領収書等貼付

用紙の訂正が行われ、 

「大阪維新の会代表」の顔写真が掲載された記事に係る部分については、

紙面全体に占める按分割合としては適切な0.7％で計算され、当該按分割

合（0.7％）を除く99.3％で計上されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、令和２年第４回杉並区議会定例

会での当該議員の一般質問等に関する記事が掲載されており、区政に関す

るものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、選

挙活動等の政務活動に該当しない記事等が掲載されているとは認められ

ない。 

次に、当該議員の写真、プロフィール等が掲載されているが、判断基準

（３）イのとおり、当該議員の写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果

のみを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認め

られず、当該議員の似顔絵の大きさについても、違法・不当とまではいう

ことはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

新聞折込み及びポスティングによる配布時期（令和３年１月中旬（新聞折

込み）、令和２年12月下旬から令和３年１月下旬まで（ポスティング））、配

布部数（３万部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるもの

ではなく、選挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有している

とは認められない。 

なお、上記のとおり、当該議員から、按分割合99.3％の誤記訂正がされ

ているが、金額の返還については、既に自己負担で支出した金額の方が大

きいので、返還を要しないところである。 

請求人は、当該費用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額（3

万3,410円）の返還を求めているが、当該区政報告は、当該議員の政務活動
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としての性格を有することが認められ、上記のとおり適切に按分すれば足

りる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（13）矢口やすゆき議員

[請求人の主張要旨] 

１ 研修費（研修会受講費用）【山田宏よい国後援会主催地方議員セミナー】 

矢口議員は８月４日、「山田宏よい国後援会」主催の地方議員セミナー

に研修会費として１万円を政務活動費から支出した。この支出は「政務活

動費規程」第２条第３号「後援会活動に関する経費」で、政務活動費とし

て支出できない経費に該当する。 

したがって、計上額の全額（1万円）の返還を求める。 

２ 広聴広報費（区政報告会関連費用）【会場費】 

「式次第:石原伸晃(衆議院議員)挨拶:10分、矢口報告:50分 費用:12,000円

の按分率５/６=10,000円」と記載している。区立施設を利用すれば、ずっ

と安い価格で広い会場を利用できる。 

政務活動費の支出であるのに、地方自治法第２条第14項の「最小の経費

で最大の効果を挙げる」に反している。 

したがって、計上額の全額（1万円）の返還を求める。 

３ 広聴広報費（区政報告関連費用）【2020年春号】 

「自民党」ロゴの部分を除き、98％とし、過少計上と説明している。記

事全体を見ると、矢口議員の11枚の写真、プロフィール、家族、趣味、好

きな食べ物、尊敬する人、事務所などの掲載は政務活動の記事ではない。

社会通念上相当な割合による按分が必要である。 

したがって、その費用の全額を政務活動費から支出していないため、当

該費用の50％に相当する額から自己負担額を控除した額（4,819円）の返還

を求める。 

４ 広聴広報費（区政報告関連費用）【2020年７月号外３号】 

紙面はA３両面、紙面の４分の１はごみの収集曜日を大きく記載。杉並

清掃事務所から詳細に書かれた「ごみ・資源の収集カレンダー」が各戸配

布されていて、二重のお知らせであり税金の無駄遣いである。社会通念上

相当な割合による按分が必要である。 

したがって、計上額の50％（4万6,963円）の返還を求める。 

５ 広聴広報費（区政報告関連費用）【2020年12月号外４号】 

「杉並商店街応援キャンペーン」の記事が多い。杉並区の中で、参加店

舗のキャンぺーンであって、一部の商店の利益のために政務活動費を使っ

て区民に知らせる区政だよりは政治活動に該当する。送付費についても郵

便区内特別郵便を使用してない。「事務処理の手引き」14ページに郵便区

内特別郵便等を利用することを決めており、社会通念上相当な割合による
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按分が必要である。 

    したがって、計上額の50％（11万6,866円）の返還を求める。 
 
    ６ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政報告はがき（区政だより２号）】 
 

    はがきサイズで郵送用と手配り用と２種類ある。郵送用表面は、あて名

書きの部分以外は写真が４枚、事務所の案内、自身の経歴、裏面は写真が

２枚、「都有地の大木剪定や、環七側道の舗装工事などは区選出の小宮あ

んり都議とも連携し対応してまいりました。」と記載し、「政務活動費条例」

に違反している。ハガキサイズにもかかわらず、矢口議員の写真が目立つ

デザインである。「事務処理の手引き」12ページによれば「印刷・製本費及

び広報紙等については実態に即して按分する」と規定しており、社会通念

上相当な割合による按分が必要である。 

    したがって、計上額の50％（3万4,216円）の返還を求める。 
 
    ７ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政だより３号】 
 

    表面は「間違いさがしのクイズ」、裏面は「地域の皆様のよろず相談とし

てお気軽にお声かけ下さい!」、矢口議員と思われる似顔絵が裏表に６か所。

矢口議員の宣伝のポスターかと思われる紙面である。 

    また、デザイン費だけで33万円とはあまりにも高額である。政務活動費

の支出であるのに、地方自治法第２条第14項の「最小の経費で最大の効果

を挙げる」に反しており、社会通念上相当な割合による按分が必要である。 

    したがって、計上額の50％（16万9,725円）の返還を求める。 
 

[判 断] 
 

１ 研修費（研修会受講費用）【山田宏よい国後援会主催地方議員セミナー】 
 

判断基準（１）のとおり、領収書が提出され、研修会の名称、開催日時、

会場、主催者及び概要等が明らかにされており、「政務活動に要する経費・

同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

請求人は、「後援会活動に関する経費」で、政務活動費として支出できな

い経費に該当すると主張する。しかしながら、「政務活動に要する経費」に

該当するか否かは研修会の内容等から判断すべきものであり、主催者が山

田宏参議院議員の「後援会」であることだけを理由に政務活動に該当しな

いということはできない。  

当該研修は、令和２年８月20日には①今後新型コロナにどう立ち向かう

か、②安倍政権の今後と課題（仮）、③拉致被害者奪還、同年８月21日には

①口の中と感染症（仮）、②GoToキャンペーンとなっており、後援会活動と

認められる内容ではなく、「事務処理の手引き」10ページ「研修費」の支

出に当たっての留意事項【研修会・講演会等への参加費】の「参加の主た

る目的が政務活動の場合」に該当し、区政と関連性を有するものと認めら

れる。 

当該議員から、「当時は１回目の緊急事態宣言が明け、コロナ第一波が

ようやく落ち着きをみせた時期に開催されたセミナーであり、国民誰もが

コロナに関する情報を欲している時期」に、「当時のコロナ担当大臣であ
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る西村康稔衆議院議員や世耕弘成参議院議員、花田教授による最前線のコ

ロナ対策や感染症対策のお話」、「当時の国土交通大臣政務官である和田政

宗参議院議員からはコロナ禍で落ち込んだ経済の立て直し」について詳細

を伺い、「区民の皆様に丁寧に伝える必要があると判断し参加した。セミ

ナーで得た知識を区民の皆様にお伝えすることで、現状や今後の展望を知

りコロナ禍における不安解消に大いに役立った」と説明され、合理的な説

明がされている。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

２ 広聴広報費（区政報告会関連費用）【会場費】 
 

判断基準（４）のとおり、領収書が提出され、石原伸晃衆議院議員の按

分割合６分の１の支出分を除く６分の５で計上されており、「政務活動に

要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められ

る。 

請求人は、区立施設を利用すれば、ずっと安い価格で広い会場を利用で

き、地方自治法第２条第14項の「最少の経費で最大の効果を挙げる」に反

していると主張する。しかしながら、同項は、普通地方公共団体がその事

務を処理するに当たって準拠すべき指針（地方自治運営の基本原則）を定

めたものであり、当該議員の自律的判断が裁量権の範囲の著しい逸脱又は

その濫用があり、同項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められ

るときでなければ、当該議員の行為が地方自治法第２条第14項に反し違法

となるものではない。 

当該区政報告会の会場の選定については「政務活動に要する経費・同細

目等」に定めはなく、その判断は、議員の自律的判断に委ねられるべきも

のであり、当該議員から、「区のコロナ対策や国の動きについてすぐに教

えてほしいという区民の皆様の要望を受け、急ピッチで実施可能な会場を

探し、感染対策を万全に実施した」と説明され、それを否定する根拠もな

く、当該議員の当該会場を選定した判断が裁量権の範囲の著しい逸脱又は

その濫用があるとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

３ 広聴広報費（区政報告関連費用）【2020年春号】 
 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出され、紙

面全体に占める割合としては適切な按分割合98％で計上されており、「政

務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが

認められる。 

なお、2020年春号は郵送及びポスティングによる支出はなく手配り用の

ための印刷費として計上されており、配布期間及び配布部数の明記は、現

時点において「事務処理の手引」では求められていない。 

そして、当該区政報告の内容をみると、令和元年第２回杉並区議会定例

会での当該議員の一般質問等に関する記事が掲載されており、区政に関す

るものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、選
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挙活動等の政務活動に該当しない記事等が掲載されているとは認められ

ない。 

そのほか、当該議員の写真、プロフィール等が掲載されているが、判断

基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果の

みを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認めら

れず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えている

ということはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

４ 広聴広報費（区政報告関連費用）【2020年７月号外３号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されてい

ることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、方南一丁目のごみ問題等に関す

る記事が掲載されており、地域の課題解決のために行ったもので、区政に

関するものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、

選挙活動等の政務活動に該当しない記事等が掲載されているとは認めら

れない。 

そのほか、当該議員の写真等が掲載されているが、判断基準（３）イの

とおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載

されたものといえるような特段の事情があるとは認められず、その紙面に

占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えているということはで

きない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

ポスティングによる配布時期（令和２年７月下旬から同年８月中旬まで）、

配布部数（8,600部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるも

のではなく、選挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有してい

るとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

５ 広聴広報費（区政報告関連費用）【2020年12月号外４号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されてい

ることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、杉並区商店街応援キャンペーン

等に関する記事が掲載されており、区政に関するものであり、政務活動（広

聴広報活動）に該当するものと認められ、選挙活動等の政務活動に該当し

ない記事等が掲載されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真等が掲載されているが、判断基準（３）イの

とおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載

されたものといえるような特段の事情があるとは認められず、その紙面に

占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えているということはで
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きない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送及びポスティングによる配布時期（令和２年12月中旬（郵送）、同年12

月上旬から中旬まで（ポスティング））、配布部数（2万8,372部）を考慮し

ても、当該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等の政

務活動以外の活動としての側面を併有しているとは認められない。 

請求人は、「事務処理の手引き」14ページに郵便区内特別郵便等を利用

することを決めていると主張する。しかしながら、同14ページによれば「可

能な限り、郵便区内特別郵便（同時に100通以上出す場合）や、料金別納郵

便等を活用すること」となっており、区内特別郵便等を利用しないことが

違法・不当になるものではなく、必要があれば、区内特別郵便等を利用し

ない方法で郵送することはできるものと考える。 

当該議員から「郵便区内特別郵便を実施しなかったのは、お知らせする

区民の方が区内全域にまたがっているためである。各郵便局から発送する

には時間がかかるため、素早く効率的に区政報告をお届けすることが区民

の皆様にとって必要と考えた」と説明され、それを否定する根拠はない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

６ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政報告はがき（区政だより２号）】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお

り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されてい

ることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①手動通話録音機の配布、②堀

ノ内保育園前安全ポールの設置、③歩道橋のポール・点字ブロック修繕、

④ごみ問題への積極的な取組、⑤都有地の大木の剪定、⑥環七側道の舗装

工事等が掲載されており、区政に関するものであり、政務活動（広聴広報

活動）に該当するものと認められ、選挙活動等に関連する記事等、政務活

動に該当しない記事等が掲載されているとは認められない。

そのほか、当該議員の写真、プロフィール、「引き続き地域のために頑張

ります」とのキャッチフレーズ等が掲載されているが、判断基準（３）イ

のとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲

載されたものといえるような特段の事情があるとは認められず、その紙面

に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えているということは

できない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送による配布時期（令和２年12月下旬）、配布部数（954部）を考慮して

も、当該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等の政務

活動以外の活動としての側面を併有しているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

７ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政だより３号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出されてお
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り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されてい

ることが認められる。なお、区政だより３号は郵送及びポスティングによ

る支出はなく手配り用のための印刷費として計上されており、配布期間及

び配布部数の明記は、現時点において「事務処理の手引」では求められて

いない。 

また、当該議員が令和４年５月19日付けで、出納簿及び領収書等貼付用

紙の備考欄を「デザイン費」から「イラスト作成・使用費、チラシデザイ

ン費」に訂正したことが認められる。

そして、当該区政報告の内容をみると、当該議員が解決してきたとする

「ごみ集積所の対処・対策」、「手動通話録音機の配布」等の事例、区議会

議員の役割等に関する記事が掲載されており、区政に関するものであり、

政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、選挙活動等の政務

活動に該当しない記事等が掲載されているとは認められない。 

更に、判断基準（３）イのとおり、区政報告については、区民に読んで

もらう必要があり、区民に関心を持ってもらうということも重要な要素に

なることから、そのために、デザイン代を政務活動費から支出することも

認められるというべきである。また、当該議員の似顔絵、プロフィール等

が掲載されているが、当該似顔絵等が専ら選挙活動等のための宣伝効果の

みを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認めら

れず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えている

ということはできない。 

請求人は、デザイン代の支出が地方自治法第２条第14項に違反すると主

張する。しかしながら、同項は、普通地方公共団体がその事務を処理する

に当たって準拠すべき指針（地方自治運営の基本原則）を定めたものであ

り、当該議員の自律的判断が裁量権の範囲の著しい逸脱又はその濫用があ

り、同項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるときでなけ

れば、当該議員の行為が地方自治法第２条第14項に反し違法となるもので

はない。 

そして、上記のとおり、デザイン代を政務活動費から支出することは認

められるというべきであり、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づ

き、適正に処理されており、デザイン代等の支出に係る当該議員の判断が

裁量権の範囲の著しい逸脱又はその濫用があるとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（14）山本あけみ議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 研修費（研修費開催費用）【立憲民主党杉並区議団オンラインセミナー

講師料】 

山本あけみ議員は「立憲民主党杉並区議団５議員按分100,000円/５議員

=20,000円」と領収書等貼付用紙の備考欄に記載しているが立憲民主党杉

並区議団の他の４議員(太田・川野・関口・ひわき議員)には支出はない。 
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区議団としてとりくんだのか不明であるが、山本議員は「区議団として

取り組んだ」と説明しているので、政党活動の部分を含んでいる。社会通

念に照らして、相当な割合による按分が必要である。 

したがって、計上額の50％（1万円）の返還を求める。 

[判 断] 

１ 研修費（研修費開催費用）【立憲民主党杉並区議団オンラインセミナー

講師料】 

判断基準（２）アのとおり、領収書及び「立憲民主党杉並区議団ＺＯＯ

Ｍオンラインセミナー」の案内チラシの原本が提出され、当該オンライン

セミナーの講師謝礼金については、立憲民主党杉並区議団の５名で除した

按分割合20％で計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に

基づき、適正に処理されていることが認められる。

請求人は、「山本議員は「区議団として取り組んだ」と説明しているの

で、政党活動の部分を含んでいる」と主張する。しかしながら、当該セミ

ナーの主催者は立憲民主党杉並区議団であり、区政に関する調査研究その

他の活動のために会派によるセミナーを開催することは政務活動として

認められる。

そして、当該案内チラシによると、令和２年８月22日開催、テーマは「ポ

ストコロナの杉並区のあるべき姿とは？～公共施設と財政から～」、講師

が南学氏、講義時間（質疑応答を含む。）が２時間とされており、区政に

関するものであり、政党活動等に関連する記事等、政務活動に該当しない

記事等が掲載されているとは認められない。

そのほか、立憲民主党杉並区議団５名の写真、電話番号等が掲載されて

いるが、判断基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のため

の宣伝効果のみを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があ

るとは認められず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲

を超えているということはできない。 

当該議員から、「講演会は、当初から立憲民主党杉並区議団として広く

区民向けに開催した。政党活動とは切り離した活動として行うため、政党

所属の杉並区の支部長には参加を呼びかけず、講演会は世間一般と区政に

関する話とし、一切党派の話をしないよう申し合わせを行ったうえで開催

をした」と説明され、合理的な説明がされている。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（15）脇坂たつや議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 資料購入費（新聞購読費）【こども新聞・中高生新聞】 

杉並区選挙管理委員会が発行した平成31年４月21日執行の「杉並区議会

議員選挙公報」によれば、脇坂議員のプロフィールに杉並生まれの杉並育

ちの自民党現職最年少36歳(３児の父)」と書いている。「事務処理の手引



- 41 -

き」18ページによれば「政務活動に要する経費細目」で「○新聞購読につ

いては、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とする」と明記し

ている。脇坂議員が読むための新聞ということが証明されなければ、使途

基準に違反した不当な支出である。 

したがって、領収書だけでは不明なので、計上額の全額（1万8,420円）

の返還を求める。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート惑星2021.3発行（VOL18）】 

表面はレポートの題字と脇坂議員の２枚の写真。脇坂議員の挨拶と思わ

れる文面である。「政務活動費条例」第９条と照らしてみると、区政の調査

研究等の内容はわずかである。裏面は「脇坂たつやプロフィールと写真」

で紙面の３分の１を占めており、政務活動以外の内容が混在している。こ

の区政レポートに政務活動費から経費の全額を計上しているのは「政務活

動費規程」第２条第２項に違反した不当な支出であり、社会通念に照らし

て相当な割合による按分が必要である。 

したがって、計上額の50％（503,908円）の返還を求める。 

[判 断] 

１ 資料購入費（新聞購読費）【こども新聞・中高生新聞】 

判断基準（５）イのとおり、領収書が提出され、当該領収書には新聞名

が明らかにされ、１年を超えない購読費であり、専ら議員本人以外が購読

しているという特段の事情は認められないことから、「政務活動に要する

経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該議員から、「児童・生徒向けの新聞を読むことは、彼ら世代

の考え方に思いを馳せることと、議員として誰にでも分かりやすく区政の

ことを説明するためのツールとして活用することの２つのメリットがあ

る」と説明され、合理的な説明がされている。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート惑星2021.3発行（VOL18）】 

判断基準（３）アのとおり、領収書並びに区政報告及び封筒の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、「新型コロナウイルス感染症か

ら区民の生命と財産を守る～新年度予算成立～」、「現基本構想の完結、そ

して新たな基本構想の策定へ！」と題する記事が掲載されており、区政に

関するものであり、政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、

選挙活動等に関連する記事等、政務活動に該当しない記事等が掲載されて

いるとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真、プロフィール等が掲載されているが、判断

基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果の

みを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認めら

れず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えている
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ということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送及びポスティングによる配布時期（令和３年３月下旬から同年４月上

旬まで）、配布部数（4万5,783部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範

囲を超えるものではなく、選挙活動等の政務活動以外の活動としての側面

を併有しているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（16）吉田あい議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート令和２年春季号（５月11

日ポスティング代）】 

毎年のように「春季号」は前年度と当該年度の２年にまたがり計上され

ている。令和元年度分では、令和２年５月19日に「平成31年春季号」の区

政報告発送代金を按分50％で誤記更生し、11万1,972円を返還している。 

また、毎回のように「子育て奮闘記!?」の記事と「祝日には国旗を掲揚

しましょう」が日の丸の絵と一緒に掲載されていて、政治活動、選挙活動

の費用を含んでいるので、社会通念に照らして相当な割合による按分が必

要である。 

したがって、ポスティング代計上額の50％（6万9,300円）の返還を求め

る。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート令和２年決算号及び区

政レポート令和３年春季号】 

毎回のように「子育て奮闘記!?」の記事と「祝日には国旗を掲揚しまし

ょう」が日の丸の絵と一緒に掲載されていて、政治活動、選挙活動の費用

を含んでいるので、社会通念に照らして相当な割合による按分が必要であ

る。 

したがって、計上額の50％（①令和２年決算号：38万6,834円、②令和３

年春季号：31万5,703円）の返還を求める。 

[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート令和２年春季号（５月11

日ポスティング代）】 

判断基準（３）アのとおり、令和元年度の政務活動費収支報告では領収

書並びに区政報告及び封筒の原本が、また、令和２年度のポスティング代

についても領収書の原本が提出されており、「政務活動に要する経費・同

細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、令和２年度杉並区予算、杉並区

の主要事業の紹介、令和２年第１回杉並区議会定例会における質疑等に関

する記事が掲載されており、区政に関するものであり、政務活動（広聴広
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報活動）に該当するものと認められ、選挙活動等に関連する記事等、政務

活動に該当しない記事等が掲載されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真等が掲載されているが、判断基準（３）イの

とおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載

されたものといえるような特段の事情があるとは認められず、その紙面に

占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えているということはで

きない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送及びポスティングによる配布時期（令和２年３月下旬（郵送）、同年４

月上旬（ポスティング））、配布部数（3万5,492部）を考慮しても、当該議

員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等の政務活動以外の

活動としての側面を併有しているとは認められない。 

請求人は、「子育て奮闘記!?」の記事と「祝日には国旗を掲揚しましょ

う」が日の丸の絵と一緒に掲載されていて、政治活動、選挙活動の費用を

含んでいると主張する。しかしながら、「子育て奮闘記!?」は自己の体験を

入口に区の施策を紹介しているものと考えられ、また、「祝日には国旗を

掲揚しましょう」とのキャッチフレーズも、国旗及び国歌に関する法律（平

成11年法律第127号）第１条第１項で、「国旗は、日章旗とする」と定めら

れており、国旗を祝日に掲揚することを区民に伝えていると考えられ、い

ずれも政治活動、選挙活動の費用を含んでいるとは認められない。 

このことについては、区政レポート令和２年決算号及び区政レポート令

和３年春季号についても同様である。 

したがって、本件支出（令和２年５月11日ポスティング代）が違法又は

不当であるということはできない。 

２ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート令和２年決算号及び区

政レポート令和３年春季号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書並びに区政報告及び封筒の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①令和２年決算号には令和元年

度杉並区決算、令和２年第３回杉並区議会定例会における質疑等に関する

記事、②令和３年春季号には令和３年度杉並区予算、杉並区の主要事業の

紹介、令和３年第１回杉並区議会定例会における質疑等に関する記事が掲

載されており、いずれも区政に関するものであり、政務活動（広聴広報活

動）に該当するものと認められ、選挙活動等に関連する記事等、政務活動

に該当しない記事等が掲載されているとは認められない。 

そのほか、当該議員の写真等が掲載されているが、判断基準（３）イの

とおり、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載

されたものといえるような特段の事情があるとは認められず、その紙面に

占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えているということはで

きない。 
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また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

郵送及びポスティングによる配布時期（①令和２年決算号：令和２年10月

下旬及び11月上旬（郵送）、令和２年11月上旬（ポスティング）、②令和３

年春季号：令和３年３月下旬（郵送）、令和３年４月上旬（ポスティング））、

配布部数（①令和２年決算号：3万5,449部、②令和３年春季号：3万5,390

部）を考慮しても、当該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選

挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有しているとは認めら

れない。 

したがって、本件支出（令和２年度の印刷代、封筒代、郵送代及びポス

ティング代）が違法又は不当であるということはできない。

（17）わたなべ友貴議員

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート令和３年冬号及び令和３

年春号】 

冬号ではデザイン費等で15万円、春号は12万円と非常に高額である。ま

た、配送費は冬号で4万2,000円と高額であり、地方自治法第２条第14項の

趣旨に基づいていない。冬号では、わたなべ議員の写真が12枚、紙面の４

分の１は「わたなべ友貴活動報告」である。 

Ａ４の春号表面は、わたなべ議員の大きな顔写真とOGIKUBO-2031の文

字で多くを占め、「政務活動費条例」第９条と照らしてみると、区政の調査

研究等の内容はわずかである。両紙とも政務活動ではない内容が紙面の多

くを占めており、社会通念に照らし、相当な割合による按分が必要である。 

したがって、計上額の50％（令和３年冬号：44万2,805円、令和３年春

号：21万1,090円）の返還を求める。 

[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【区政レポート令和３年冬号及び令和

３年春号】 

判断基準（３）アのとおり、領収書並びに区政報告の原本が提出されて

おり、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されて

いることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①令和３年冬号にはコロナ禍で

の防災対策、杉並区内のアニメ産業、当該議員の活動報告に関する記事が

掲載され、②令和３年春号には「荻窪駅周辺まちづくり」に関する記事が

掲載されており、いずれも区政に関するものであり、政務活動（広聴広報

活動）に該当するものと認められ、選挙活動等に関連する記事等、政務活

動に該当しない記事等が掲載されているとは認められない。 

そのほか、判断基準（３）イのとおり、区政報告については、区民に読

んでもらう必要があり、区民に関心を持ってもらうということも重要な要

素になることから、そのために、デザイン代を政務活動費から支出するこ
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とも認められるというべきである。また、当該議員の写真、プロフィール

等が掲載されているが、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果の

みを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があるとは認めら

れず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えている

ということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

ポスティングによる配布時期（①令和３年冬号：令和３年１月から同年３

月まで、②令和３年春号：令和３年４月から同年５月まで）、配布部数（①

令和３年冬号：6万6,700部、②令和３年春号：3万2,600部）を考慮しても、

当該議員の区政報告の範囲を超えるものではなく、選挙活動等の政務活動

以外の活動としての側面を併有しているとは認められない。 

請求人は、デザイン代の支出が地方自治法第２条第14項に違反すると主

張する。しかしながら、同項は、普通地方公共団体がその事務を処理する

に当たって準拠すべき指針（地方自治運営の基本原則）を定めたものであ

り、当該議員の自律的判断が裁量権の範囲の著しい逸脱又はその濫用があ

り、同項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるときでなけ

れば、当該議員の行為が地方自治法第２条第14項に反し違法となるもので

はない。 

そして、上記のとおり、デザイン代を政務活動費から支出することは認

められるというべきであり、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づ

き、適正に処理されており、デザイン代等の支出に係る当該議員の判断が

裁量権の範囲の著しい逸脱又はその濫用があるとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

（18）太田哲二議員・山本あけみ議員・ひわき岳議員・川野たかあき議員・関口

健太郎議員 

 [請求人の主張要旨] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【会派区政報告「会派年間諸経費（広聴

広報費）」】 

広聴広報費合計335万8,212円を立憲民主党杉並区議団５名で割って、一

人当たりの金額は67万1,642円である。５月12日、８月21日の領収書は手

書きで印刷部数や配布部数を記載している。３月22日の領収書は川野議員

宛で立憲民主党杉並区議団への領収書ではない。「事務処理の手引き」13

ページで「区政報告書を郵送や新聞折込み等で配布する場合は、配布期間

及び配布部数を明らかにする必要があります。」と明記している。政務活

動費支出の「透明性の原則」に悖る。また、使途基準に反した領収書であ

り、支出は認められない。 

したがって、太田哲二・山本あけみ・ひわき岳・川野たかあき・関口健

太郎議員に対し、それぞれ一人当たりの金額（67万1,642円）の返還を求め

る。 
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[判 断] 

１ 広聴広報費（区政報告関連費用）【会派区政報告「会派年間諸経費（広聴

広報費）」】 

判断基準（３）アのとおり、領収書及び区政報告の原本が提出され、当

該領収書を添付した用紙の余白に配布日及び配布部数が記載されており、

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されているこ

とが認められる。また、太田哲二議員・山本あけみ議員・ひわき岳議員・

川野たかあき議員・関口健太郎議員の各議員の収支報告において按分割合

20％が計上されていた。 

そして、当該区政報告の内容をみると、①2020年５月号には「新型コロ

ナウイルス感染症対策に関する要望書」等に関する記事が掲載され、②

2020年８月号には新型コロナウイルス感染症対策に関する杉並区への要

望等に関する記事が掲載され、③2021年３月号には新型コロナウイルス対

策への提言、令和３年第１回杉並区議会定例会の予算特別委員会の報告等

に関する記事が掲載されており、いずれも区政に関するものであり、立憲

民主党杉並区議団の政務活動（広聴広報活動）に該当するものと認められ、

政党活動等に関連する記事等、政務活動に該当しない記事等が掲載されて

いるとは認められない。

そのほか、立憲民主党杉並区議団５名の写真、電話番号等が掲載されて

いるが、判断基準（３）イのとおり、当該写真等が専ら選挙活動等のため

の宣伝効果のみを狙って掲載されたものといえるような特段の事情があ

るとは認められず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲

を超えているということはできない。 

また、判断基準（３）ウに基づいて判断すると、当該区政報告の内容は、

新聞折込みによる配布時期（①2020年５月号：令和２年５月中旬、②2020

年８月号：令和２年８月下旬、③2021年３月号：令和３年３月下旬）、配布

部数（①2020年５月号：11万4,950部、②2020年８月号：11万4,000部、③

2021年３月号：11万1,250部）を考慮しても、会派の区政報告の範囲を超え

るものではなく、選挙活動等の政務活動以外の活動としての側面を併有し

ているとは認められない。 

請求人は、領収書は手書きで印刷部数や配布部数を記載し、令和３年３

月22日の領収書は川野議員宛で立憲民主党杉並区議団への領収書ではな

く、使途基準に反していると主張する。しかしながら、当該議員から、「会

派で按分する領収書を窓口担当者の個人名義で受け取ることは（中略）関

係例規上問題となることでもありません。実際には報告の通り、その金額

の支払いを行い、それを会派全員（当時５名）で按分してあることは確か

な事実であります」と説明され、それを否定する根拠はない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

よって、本件各支出に違法又は不当な点は認められず、本件監査請求には理

由がないものと認められるので、これを棄却する。 
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４ まとめ 

以上のとおり、本件監査請求のうち、①本件監査請求後に返還された費用の返

還を求める請求（第２の２「監査対象事項」の表）に係る部分については、これ

を却下し、②その余の請求に係る部分については、理由がないと認められるので、

これを棄却する。 

５ 意見・要望 

監査の結果を踏まえ、監査委員としての意見・要望を以下に述べる。 

（１） 区議会において、毎年度、政務活動費制度の運用改善についての検討を行

い、制度の検証と改善を継続的に進められていることは、評価することがで

きる。

令和元年度においては、令和２年４月 10 日付け「令和元年度杉並区職員

措置請求監査結果（平成 29 年度政務活動費等に関する住民監査請求）にお

ける意見・要望事項等への対応状況について（報告）」（資料５）のとおり、

①令和２年度から、「事務処理の手引」に、「杉並区議会議員選挙及び杉並区

長選挙３か月前程度の時期に、区政報告書を作成・配布する場合は、按分割

合について慎重に対処するよう努めるものとする」と明記するとともに、②

政務活動費規程を改正し、月極駐車場代の支出要件の厳格化を行う等、運用

の改善が図られている。

また、令和２年度においては、令和３年４月 15 日付け「令和２年度杉並

区職員措置請求監査結果（平成 30年度及び平成 31年４月分政務活動費に関

する住民監査請求）における意見・要望事項等への対応状況について（報告）」

（資料６）のとおり、令和３年度から、「事務処理の手引」に、①「区政報告

会、住民協議会等を開催する場合、次第や配布資料等内容が分かる資料の提

出が必要です」と明記し、②「杉並区議会議員選挙及び杉並区長選挙３か月

前程度の時期に、区政報告書を作成・配布をする場合」の例示として、「（区

政報告会、研修会、講演会等を開催する場合を含む）。」を加える等、運用の

改善が図られている。 

ただし、次の点については、早急に改善されるよう要望する。 

○ 適切な按分割合を設定することについて

現行の「政務活動に要する経費細目」においては、政務活動とその他の議

員活動や私的活動が混在する場合の按分について、①ガソリン代、②事務所

賃借料、③インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端

末の通信費等のように支出割合の上限を２分の１等とするもののほかは、

「実態に即して按分する」、「社会通念上相当な割合で按分する」などとされ、

按分の割合（上限）が定められていない。 

按分の割合（上限）が定められていない経費については、適切な按分の割

合（上限）を設定されたい。 

会派及び議員の活動は、政党活動、後援会活動、選挙活動等と多様であり、
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一つの活動をとっても政務活動と他の活動が混然となり、明確な区別が困難

な場合が多い。このような場合における適切な按分割合は 50％であると認識

しているところである。 

一部に「政務活動費の全ての経費に按分上限を設けると、使用できる金額

（192万円）が半分（96万円）になる」という誤解があるやに見受けられる

が、次のように、合理的な説明と証拠資料の提出等があれば、按分割合 100％

の支出もありうる。現に令和２年度の監査結果（平成 30年度及び平成 31年

４月分政務活動費に関する住民監査請求）においても認めている事例がある。 

定められた上限を超えて政務活動費として支出すべき場合には、より詳細

かつ合理的な説明及びその実態を証明する証拠資料の提出等が必要である

と考えるので、全ての経費について、より適正かつ厳正に運用されるよう、

「事務処理の手引」等に明記されたい。 

令和元年度の監査結果（平成 30 年度政務活動費に関する住民監査請求）

においても述べたところであるが、このように強く改善を要望するのは、「監

査の基本的な考え方と視点」で述べたとおり、使途が拡大された政務活動費

制度においては、使途の透明性がより一層求められていることから、区民の

納得と信頼が得られるよう、具体的な証拠資料等に基づき、その実態を明ら

かにする必要があり、更には、万一、住民訴訟に移行した場合に、会派及び

議員の主張内容を証明するには、具体的な証拠資料等の提出が必要とされる

からでもある。 

政務活動費については、過去の監査結果において、様々な意見・要望を行

ってきたところであるが、このことについては、制度の改善項目の中で、急

務かつ最優先事項であると考えており、平成 28 年度の監査結果以降、継続

して、意見・要望事項としてきたものであるが、政務活動費の使途の適正に

ついては世論の厳しさが増しており、また、杉並区議会議員の政務活動費の

一部の支出について違法とする判決が出されるなどの状況にあり、今年度こ

そ、改善が図られることを期待するものである。 

（２） 議長は、令和２年４月 27日付け調査回答において、「今後は、これまで以

上に区民の理解と信頼が得られる政務活動費制度を目指し、按分の割合が定

められていない経費の適切な按分の割合の設定、支出割合の上限を超えて計

上する場合の合理的な説明の明文化その他の改善すべき課題について、より

一層の検証・見直しに取り組む」との見解を明らかにされている。

また、令和４年５月 19日付け調査回答において、「按分の割合が定められ

ていない経費の適切な按分の割合を設定すること等、引き続き検討を行うこ

ととしている」とされている。 

区議会におかれては、区民の信頼確保の観点から、透明性をより一層高め

るなど、引き続き、制度の検証と改善を進められるよう期待するものである。 
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資   料 



資料１ 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例 

平成13年３月23日 

条例第26号 

〔注〕平成18年12月から改正経過を注記した。 

改正 平成14年６月21日条例第31号 平成15年４月30日条例第19号 

平成18年12月11日条例第44号 平成20年10月14日条例第28号 

平成25年２月20日条例第１号 

〔題名改正〕 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第14項から第16項までの規定に基づ

き、杉並区議会（以下「議会」という。）の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費

の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を

定めるものとする。 

一部改正〔平成20年条例28号・25年１号〕 

（交付対象） 

第２条 政務活動費は、議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。以下「会派」という。）

及び議員の職にある者（以下「議員」という。）に対して交付する。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（会派に係る政務活動費） 

第３条 会派に係る政務活動費は、各月１日（以下「基準日」という。）における当該会派の所属議

員の数に月額16万円を乗じて得た額とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱

会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活

動費の交付については、これらの事由は生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、

又は会派が解散した場合も同様とする。 

３ 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（議員に係る政務活動費） 

第４条 議員に係る政務活動費は、基準日に在職する議員（次条第１項の規定による届出を行った会

派に所属する議員を除く。）につき、月額16万円とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場

合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由は生

じなかったものとみなす。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（議長に対する届出） 

第５条 会派として政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、政務活動費に

係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長（議長の職務を行う者がないときは議会の事務局

長。以下同じ。）に届け出なければならない。その届け出た内容に異動を生じたときも同様とする。 

２ 会派を解散したときは、その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。 

３ 議員に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨を議長に届け出なければ

ならない。議員に係る政務活動費を受けないこととするときも同様とする。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（区長への通知） 

第６条 議長は、前条の規定による届出に基づき、毎年度４月１日の政務活動費に係る会派及び議員

の状況について、区長に通知するものとする。 

２ 議長は、年度途中において、前条の規定による届出を受けたときは、速やかに区長に通知しなけ
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ればならない。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による通知に基づき、速やかに政務活動費の交付の決定を行い、会派の

代表者及び議員に通知するものとする。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（政務活動費の請求及び交付） 

第８条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の10日（そ

の日が杉並区の休日を定める条例（平成元年杉並区条例第５号）第１条に定める区の休日に当たる

ときは、その翌日）までに、区長に当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。

ただし、一四半期の途中で議員の任期が満了する場合は、任期満了日が属する月までの月数分を請

求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。 

３ 一四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は新たに議員となったとき、若しく

は政務活動費の交付を受けていた会派の所属議員でなくなったときは、第６条第２項の規定による

通知があった日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、当月）分以降の政務活動費を当

該会派の代表者又は当該議員に対して交付する。 

４ 一四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、増員分に係る政務活動費に

ついては第１項の規定を準用し、減員分に係る政務活動費については速やかに区長に返還しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定に基づき、一四半期の途中で政務活動費の請求を行う場合における第１項の適用に

ついては、同項中「毎四半期の最初の月の10日」とあるのは、「当該事実の生じた日の翌月（その

日が基準日である場合は、当月）の10日」とする。 

６ 一四半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は政務活動費の交

付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者

は、会派の解散の日又は議員でなくなった日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、当

月）分以降の政務活動費を区長に返還しなければならない。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第９条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会議へ

の参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図

るために必要な活動（以下「政務活動」という。）に要する経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。 

全部改正〔平成25年条例１号〕 

（収支報告書等の提出） 

第10条 会派の代表者及び議員は、前年度分の政務活動費収支報告書（別記様式。以下「報告書」と

いう。）に、政務活動費の収支を表す出納簿（以下「出納簿」という。）及び領収書その他の証拠

書類（以下「領収書等」という。）を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提

出しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなっ

たときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者は、そ

の事実があった日の翌日から起算して30日以内に、報告書、出納簿及び領収書等を議長に提出しな

ければならない。 

３ 議長は、報告書を受け取ったときは、その写しを区長へ送付するものとする。 

４ 議長は、報告書、出納簿及び領収書等を当該報告書を提出すべきとされた期間の末日の翌日から

５年を経過するまで保存し、報告書及び出納簿を閲覧に供しなければならない。 

一部改正〔平成18年条例44号・25年１号〕 

（透明性の確保） 

第11条 議長は、報告書、出納簿及び領収書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適

正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。 
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全部改正〔平成25年条例１号〕 

（政務活動費の返還） 

第12条 区長は、会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及

び議員がその年度において行った政務活動費による支出（第９条に規定する政務活動費を充てるこ

とができる経費の範囲に従って行った支出をいう。）の総額を控除して残余がある場合、当該残余

の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（委任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

附 則 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 杉並区特別職報酬等審議会条例（昭和39年杉並区条例第35号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成14年６月21日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年４月30日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年12月11日条例第44号） 

１ この条例は、平成19年５月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査

費については、なお従前の例による。 

附 則（平成20年10月14日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年２月20日条例第１号） 

１ この条例は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改

正前の杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政

務調査費については、なお従前の例による。 

別表（第９条関係） 

政務活動に要する経費 

項目 内容 

調査研究費 区の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託

に要する経費 

（調査委託費、宿泊費、交通費、文書通信費） 

研修費 １ 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要

する経費 

（会場費、講師謝礼金、宿泊費、交通費） 

２ 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加（会

派又は議員の雇用する職員の参加を含む。）に要する経費 

（参加費・会費、宿泊費、交通費） 

広聴広報費 １ 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴

取、区民相談等の活動に要する経費 

（資料印刷費、会場費、参加費・会費、交通費、文書通信費） 

２ 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する

経費 
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（印刷・製本費、会場費、交通費、文書通信費） 

要請陳情等活

動費 

会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費 

（資料印刷費、交通費、文書通信費） 

会議費 １ 会派又は議員が行う各種会議に要する経費 

（資料印刷費、会場費、交通費、文書通信費） 

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加

に要する経費 

（参加費・会費、交通費、文書通信費） 

資料作成費 会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 

（印刷・製本費、原稿料） 

資料購入費 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経

費 

（書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費、有料データベース利用料） 

事務費 会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 

（事務用品・備品購入費、事務機器等借上費、インターネット接続料、文書

通信費） 

事務所費 会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 

（事務所賃借料、維持管理費、ＣＡＴＶ・電話回線敷設料） 

人件費 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

（賃金、社会保険料、交通費） 

備考 括弧内は、例示とする。 

追加〔平成25年条例１号〕 

様式（省略） 
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資料２ 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則 

平成13年３月30日 

規則第35号 

 改正 平成19年３月30日規則第48号 平成25年２月20日規則第２号 

〔題名改正〕 

（趣旨） 

第１条 この規則は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例（平成13年

杉並区条例第26号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

全部改正〔平成25年規則２号〕 

（議長に対する届出） 

第２条 条例第５条第１項及び第２項の規定による届出は、会派に係る政務活動費の交付に関する届

（第１号様式）によるものとする。 

２ 条例第５条第３項の規定による届出は、議員に係る政務活動費の交付に関する届（第２号様式）

によるものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（交付対象に係る通知） 

第３条 条例第６条第１項の規定による通知は、政務活動費交付対象者状況通知書（第３号様式）に

よるものとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による通知は、政務活動費交付対象者変更通知書（第４号様式）による

ものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（交付決定通知書） 

第４条 条例第７条の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書（第５号様式）によるものとす

る。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（交付請求書） 

第５条 条例第８条第１項及び第４項の規定による請求は、政務活動費交付請求書（第６号様式）に

よるものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（政務活動費出納簿） 

第６条 条例第10条第１項に規定する出納簿は、政務活動費出納簿（第７号様式）によるものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（返還命令書） 

第７条 条例第12条の規定による返還の命令は、政務活動費返還命令書（第８号様式）によるものと

する。 

一部改正〔平成19年規則48号・25年２号〕 

附 則 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第48号） 

この規則は、平成19年５月１日から施行する。 

附 則（平成25年２月20日規則第２号） 

１ この規則は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行

規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した

政務調査費については、なお従前の例による。 
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様式（省略） 
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資料３ 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程 

平成19年３月30日 

議長訓令甲第１号 

 改正 平成20年４月１日議長訓令甲第２号 平成22年４月１日議長訓令甲第２号 

平成23年３月31日議長訓令甲第１号 平成24年３月30日議長訓令甲第１号 

平成25年２月28日議長訓令甲第１号 

〔題名改正〕 

平成26年３月31日議長訓令甲第１号 

平成27年３月31日議長訓令甲第１号 平成28年３月31日議長訓令甲第２号 

平成29年３月31日議長訓令甲第１号 平成30年３月30日議長訓令甲第４号 

令和２年３月31日議長訓令甲第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例（平成13年

杉並区条例第26号。以下「条例」という。）及び杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の

交付に関する条例施行規則（平成13年杉並区規則第35号）に定める政務活動費の取扱いについて、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第104条に規定する議長の権限に基づき、必要な事項を定めるも

のとする。 

全部改正〔平成25年議長訓令甲１号〕 

（支出基準） 

第２条 次に掲げる経費は、条例別表で定める政務活動に要する経費（以下「政務活動に要する経費」

という。）に該当しないものとする。 

(１) 選挙活動に関する経費

(２) 政党活動に関する経費

(３) 後援会活動に関する経費

(４) 交際費（慶弔費、せん別、病気見舞等）に関する経費

(５) 飲食（会議等を主催する場合の茶菓及び区政に関わる諸団体が主催する会合に伴うものを除

く。）に関する経費

(６) 条例第９条第１項に規定する政務活動（以下「政務活動」という。）の目的に合致しない個

人的技能の習得に関する経費

(７) 日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費

(８) 自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費

(９) その他政務活動の目的に合致しない経費

２ 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、一の経費のうちに政務活動に要する経費及びその他

のものが含まれるときは、政務活動に要する経費相当額を区分し、政務活動費により支出しなけれ

ばならない。 

３ 政務活動に要する経費の細目は、別表のとおりとする。 

一部改正〔平成20年議長訓令甲２号・25年１号〕 

（領収書等の提出） 

第３条 条例第10条第１項及び第２項に規定する領収書その他の証拠書類（次項に規定する第２号様

式を除く。）は、領収書等貼付用紙（第１号様式）にそれぞれ貼付するものとする。 

２ 会派及び議員が政務活動のため交通機関を利用して出張し、その実費を政務活動費により支出す

る場合は、政務活動交通費記録簿（第２号様式）を作成するものとする。 

一部改正〔平成20年議長訓令甲２号・25年１号〕 

（帳票類等の提出） 

第４条 条例第５条第１項の規定による届出を行った会派の経理担当者及び同条第３項の規定による

届出を行った議員は、政務活動費を次の各号に掲げる経費に充てたときは、当該各号に掲げる帳票

類等を作成し、条例第10条第１項に規定する政務活動費収支報告書に添えて議長に提出するものと
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する。 

(１) 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１万円以下の場合を除く、視察による調査研究又は研

修会、講演会等への参加に要する経費 政務活動視察報告書（第３号様式）

(２) 広報紙の作成に要する経費 当該広報紙

(３) 備品の購入に要する経費 備品台帳の写し

(４) 事務所の賃借料 事務所の賃貸借契約書の写し又は事務所の図面及び写真等、事務所の要件

を具備していることを証明する書類

(５) 事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用契約書の写し又はその者の氏名、住所、生年月

日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情を証明する書類

２ 議長は、前項の帳票類等について、条例第10条第４項に規定する期間まで保存し、政務活動視察

報告書及び広報紙を閲覧に供しなければならない。 

一部改正〔平成23年議長訓令甲１号・24年１号・25年１号・26年１号・27年１号〕 

（その他） 

第５条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

附 則 

１ この規程は、平成19年５月１日から施行する。 

２ この規程は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用する。 

附 則（平成20年４月１日議長訓令甲第２号） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成23年５月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年２月28日議長訓令甲第１号） 

１ この規程は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程の

規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調

査費については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日議長訓令甲第２号） 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日議長訓令甲第４号） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

政務活動に要する経費細目 

項目 内容 

調査研究費 ○ガソリン代（「政務活動視察報告書」を提出する視察等に要するガソリン

代を除く）の支出割合の上限は1/2とする（ただし、議員１人当たり月額

5,000円を限度とする）

○スイカ・パスモ等を使用して交通費の実費を計上する場合は、利用区間（行

き先）や目的（出張内容）等を補記した利用明細（履歴）をもって、「政
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務活動交通費記録簿」に代えることができる 

○タクシー利用額の上限は年額240,000円とする（ただし、可能な限り他の公

共交通機関を利用する）

○視察先への土産代に関する支出は、１箇所当たり5,000円を限度とする

研修費 ○懇親会費の計上はできないものとする

○政治資金パーティーに該当する場合の経費の計上はできないものとする

○政治資金規正法に定める政治団体の年会費の計上はできないものとする

○大学、大学院及び専門学校等に係る学費の計上はできないものとする

○宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が10,000円以下の研修会、講演会等に

参加した場合は、「研修会等の名称、開催日時、会場、主催者、概要等」

が分かる資料を添付する

○政治資金規正法に定める政治団体以外の団体年会費については、規約等を

添付し、領収書等貼付用紙の備考欄に、区政との関連性を記載する

広聴広報費 ○広聴広報活動における茶菓代については、１人につき500円を限度とし、領

収書等貼付用紙の備考欄に「目的及び参加人数」を記載する

○区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は1/2とする

（ただし、議員１人１回当たり5,000円を限度とする）

○印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に即して按分する

○切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額30,000円を超

えることはできない

また、１回当たりの購入は、100枚を限度とする

○ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に即して按分する

要請陳情等活

動費 

○細目なし

会議費 ○会議等を主催する場合の茶菓代については、１人につき500円を限度とし、

領収書等貼付用紙の備考欄に「会議の目的及び参加人数」を記載する

資料作成費 ○細目なし

資料購入費 ○購読新聞については、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とす

る

○所属政党発行の機関紙（機関誌又は冊子を含む）の購読については、議員

１人当たり各１部とする

○電子辞書等備品的な性格を有するものについては、「資料購入費」ではな

く、「事務費」（事務用品・備品購入費）として取扱う

事務費 ○50,000円以上の物品は備品とし、備品を購入したときは備品台帳を作成し

管理する

○備品購入費については、実態に即して按分する

なお、購入・買替えに当たっては、所得税法（昭和40年法律第33号）上の

減価償却資産に係る耐用年数を参考にする

また、任期満了前６か月間は、可能な限り備品の購入を控えるものとする

○ポイントカード制を導入している小売店で物品等の購入により発生した

「ポイント」が領収書（レシート）によって確認できる場合は、当該ポイ

ント相当額を控除して支出する

○切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額30,000円を超

えることはできない

また、１回当たりの購入は、100枚を限度とする

○はがきを購入する場合は、議員１人当たり年額30,000円を超えることはで

きない

また、１回当たりの購入は、100枚を限度とする

○インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信
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費は、支出割合の上限を1/2とする（ただし、当該支出について合理的な説

明ができる場合は、この限りでない） 

○通信費に関する支出割合の上限設定は次のとおりとする

固定電話（事務所専用） 1/2 

固定電話（事務所自宅兼用ＦＡＸ

あり） 
1/2 

固定電話（事務所自宅兼用ＦＡＸ

なし） 
1/4 

○政務活動に使用する電話・ＦＡＸについては必要最小限の台数とし、その

番号を議長に届け出るものとする

○名刺代については、政務活動費による支出はできないものとする

事務所費 ○事務所賃借料について

自

己

所

有 

計上できない 

賃

借 

事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は1/2とする 

自宅兼用 計上できない 

※自己所有とは自己又は生計を一にする親族の所有をいう

※個人（一人会派含む）で契約する事務所賃借料の政務活動費支出金

額の上限は月額50,000円とする

○事務所光熱水費について

自

己

所

有 

計上できない 

賃

借 

事務所専用 事務所光熱水費の支出割合の上限は1/2とする 

自宅兼用 計上できない 

○事務所駐車場賃借料について

自

己

所

有 

計上できない 

賃

借 

事務所専用 
事務所駐車場賃借料の支出割合の上限は1/2とす

る 

自宅兼用 計上できない 

人件費 ○議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことはできない

○議員が雇用する職員のうち、議員活動全般を補助する職員の賃金は、支出

割合の上限を1/2とし、政務活動のみを補助する職員の賃金については、勤

務内容と日給・時給等を明記の上、議員１人当たり月額50,000円を上限と

して勤務実績に応じた額とする

付記 金券類により支出した経費に対しては、政務活動費を充てることができないものとする。 

追加〔平成20年議長訓令甲２号〕、一部改正〔平成22年議長訓令甲２号・23年１号・24年

１号・25年１号・26年１号・27年１号・28年２号・29年１号・30年４号・令和２年１号〕 

様式（省略） 
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1 

Ⅰ  基 本 編 

１ 政務活動費支出の基本的考え方 

（１）実費弁償の原則

 政務活動費は、議員の調査研究、及びその他の活動に資するため必要な

経費の一部として交付されるものであり、必要経費の一部を実費として充

当する（実費弁償）ものでなければならない。 

（２）按分の原則

 政務活動費の支出に当たっては、調査研究活動とそうでない部分とを合

理的に区分することが困難である場合には、社会通念上相当な割合による

按分をして、政務活動に資するために必要な費用の金額を確定しなければ

ならない。 

（３）透明性の原則

 区民に対する説明責任を果たすために、政務活動費の使途の透明性を高

めていくものとする。使途内容を区民に説明できるよう留意して調査研究

その他の活動を行わなければならない。また、政務活動費を効率的かつ有

効に活用し、調査研究その他の活動の成果を広く区民に周知するように努

めなければならない。 

（「政務調査費検討会」報告書（平成２０年３月）より抜粋） 
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２ 政務活動費とは 

地方自治法 第１００条 

第１４項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会

の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部

として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を

交付することができる。この場合において、当該政務活動費の

交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てる

ことができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 

第１５項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定

めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告

書を議長に提出するものとする。 

第１６項 議長は、第１４項の政務活動費については、その使途の透明

性の確保に努めるものとする。 

凡 例 

自治法 ： 地方自治法 

 条 例 ： 杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例 

 規 則 ： 杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則 

 規 程 ： 杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程 
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３ 政務活動費を充てることができる経費の範囲 

（条例第９条「別表」より）

調査研究費 

 区の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要

する経費 

研 修 費 

１ 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要する

経費 

２ 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加（会派

又は議員の雇用する職員の参加を含む。）に要する経費 

広聴広報費 

１ 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴

取、区民相談等の活動に要する経費 

２ 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経

費 

要請陳情等活動費 

会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費 

会 議 費 

１ 会派又は議員が行う各種会議に要する経費 

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に

要する経費 

資料作成費 

会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 

資料購入費 

会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 

事 務 費 

会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 

事務所費 

会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 

人 件 費 

会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 
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４ 政務活動費として支出できない経費（規程第２条）

１ 選挙活動に関する経費 

２ 政党活動に関する経費 

３ 後援会活動に関する経費 

４ 交際費（慶弔費、せん別、病気見舞等）に関する経費 

５ 飲食（会議等を主催する場合の茶菓及び区政に関わる諸団体が主催す

る会合に伴うものを除く。）に関する経費 

６ 条例第９条第１項に規定する政務活動（以下「政務活動」という。）の

目的に合致しない個人的技能の習得に関する経費 

７ 日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費 

８ 自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費 

９ その他政務活動の目的に合致しない経費 

政務活動に要する経費と上記１～９の経費が混在する場合は、それぞれ

に相当する部分を区分する必要があります。困難である場合は、社会通念

上相当な割合による按分をして、政務活動に資するために必要な費用の金

額を確定しなければなりません。（按分の原則）

５ 区議会の自律的なチェック機能の充実・強化

収支報告書に対する三者間でのチェック体制の強化として、収支報告書の提

出に当たっては、議員交付であっても会派内でのチェック機能を発揮するとと

ともに、四半期ごとの区議会事務局によるチェック、議長による必要に応じた

調査・指導を効率的にバランスよく行うこととされており、引き続き、区議会

の自律的なチェック機能の充実・強化を図ることとする。 
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Ⅱ 手 続 編 

１ 各支出項目の細目・留意事項

★支出計上にあたって特に留意する必要がある事項 ・・・６

調査研究費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

研 修 費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

広聴広報費  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

要請陳情等活動費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

会 議 費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

資料作成費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

資料購入費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

事 務 費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９

事 務 所 費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

人 件 費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
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支出計上にあたって特に留意する必要がある事項 

 次に掲げる各支出経費について計上する場合には、誤解を招かないよう特に

説明をする必要があります。また、金券類により支出した経費に対しては、政

務活動費を充てることができないものとします。 

交通費 公共交通機関 一般的に合理的でない経路による場合 

タクシー代 利用時間が夜間・深夜に及ぶ場合、頻繁に利用する場合、 

区外を目的地とする利用、高額な利用の場合 

⇒可能な限り他の公共交通機関を利用します。

ガソリン代 ひと月当たりの給油頻度が高い場合、 

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始及びその前後に給油する場合 

有料駐車場 利用時間が夜間・深夜に及ぶ場合、区外での利用の場合 

書籍代 政務活動との関連が疑わしいもの、娯楽性の高いものなど 

郵送料 切手・官製はがきの頻繁な購入及び大量購入 

郵便区内特別郵便制度（割引・別納）を使用しない場合 

年度末の購入 

⇒切手・官製はがきの購入には、上限額、上限枚数の設定があり

ます。(ただし、官製はがきは事務費として計上する場合のみ)

⇒原則、年度内で使用します。

備品・消耗品購入 年度末の購入・まとめ買い 

毎年にわたるＰＣ関連品の購入 

高い按分割合の設定（1/2 を超えるなど） 

高額・高性能な備品等 

事務所賃料 按分割合の合理性 

⇒事務所には、看板・表札など、表示等（区議会議員○○事務所、

○○議員事務所等）が必要です。

計上年度 ・交付年度内で実際に支出された経費を対象とします。

・携帯電話料金、新聞購読料、年会費など継続性のある支出は、

交付年度を含む 1年分を限度とします。

・議員の職に就く前の利用実績分は、計上できません。

・議員の任期内に利用実績があっても、議員の職を辞した後に支出

された場合は、計上できません。

＊按分率や使用実態等の説明については、第一義的には議員自らの判断で行うべきと考えられま

すが、使途の透明性を図る有効な手段として、計上時には説明を付すこともご考慮ください。 

要注意
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調 査 研 究 費 

区の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要

する経費 

［支出の参考例］ 調査委託費、宿泊費、交通費、文書通信費 

 

◆支出にあたっての留意事項

【ガソリン代】 

 ひと月あたりの給油頻度が多い場合、ゴールデンウィーク・お盆・年末

年始及びその前後に計上する場合は、誤解を招かないよう説明が必要です。 

○ ガソリン代（「政務活動視察報告書」を提出する視察等に要するガソリン代を

除く）の支出割合の上限は１／２とする。（ただし、議員１人当たり月額５，

０００円を限度とする）

○ スイカ・パスモ等を使用して交通費の実費を計上する場合は、利用区間（行き

先）や目的（出張内容）等を補記した利用明細（履歴）をもって、「政務活動交

通費記録簿」に代えることができる。

○ タクシー利用額の上限は年額２４０，０００円とする。

（ただし、可能な限り他の公共交通機関を利用する。）

○ 視察先への土産代に関する支出は、１箇所当たり５，０００円を限度とする。

政務活動に要する経費細目 
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【交通費の実費】 

○ 宿泊を伴う、或いは航空券・ＪＲ指定席券及び乗車券を購入する場合

は、交通機関窓口または旅行代理店から必ず領収書の発行を受けます。 

○ 日常の政務活動に係る近隣の交通費や、視察先等において利用当日別

途必要となった交通費（ＪＲ・私鉄・地下鉄・バス運賃、タクシー代）

については、領収書の発行が一般的ではないケースが多いため、ひと

月分を日付順に、「政務活動交通費記録簿」に記載します。

（１） 公共交通機関

○ スイカ・パスモ等を使用して交通機関を利用した場合は、交通実費

を「政務活動交通費記録簿」に記載するか、または「利用明細（履

歴）」を「領収書等貼付用紙」に貼付し、利用区間（出張先）や目

的（出張内容）等を備考欄等に補記します。

○ 一般的に合理的でない経路の場合は、誤解を招かないよう特に説明

が必要です。

（２） タクシー代

○ 「政務活動交通費記録簿」裏面に「領収書」を貼付します。（別紙

あるいは領収書等貼付用紙の利用も可）

○ 夜間から深夜の利用、区外を目的地とする利用、頻繁な利用、高

額な利用の場合は誤解を招かないよう説明が必要です。

○ 可能な限り、他の公共交通機関を利用するものとします。

（３） 駐車（駐輪）料金

「領収書」を「領収書等貼付用紙」に貼付し、備考欄に、「出張先」

「出張内容」を記載します。利用時間が夜間・深夜に及ぶ場合、区外

での利用の場合は、誤解を招かないよう説明が必要です。 
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（４）有料道路料金

 「領収書」を「領収書等貼付用紙」に貼付し、備考欄に、「出張先」

「出張内容」「利用区間」を記載します。 

【視察報告】 

○ 宿泊を伴うか、往復の交通費が 1万円を超える（往復の鉄道運賃や航

空運賃などをさす。現地のタクシー代・レンタカー代は含まない。）日帰

りの視察・研修参加経費を計上する場合は、「政務活動視察報告書」

を添付します。

○ 視察先や行程等が他の議員と異なる場合は、政務活動視察報告書や

領収書等貼付用紙備考欄等に、経費分担を明記します。

○「領収書等貼付用紙」の取扱いについては、３３・３４ページ参照

○「政務活動交通費記録簿」の取扱い（３６ページ）及び記載例（４９

ページ）参照

○「政務活動視察報告書」の取扱いについては、３８ページ参照
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研 修 費 

１ 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要す

る経費 

［支出の参考例］ 会場費、講師謝礼金、宿泊費、交通費 

２ 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加（会 

派又は議員の雇用する職員の参加を含む。）に要する経費 

［支出の参考例］ 参加費・会費、宿泊費、交通費 

 

 

 

◆支出にあたっての留意事項

【研修会・講演会等への参加費】 

参加の主たる目的が政務活動の場合のみ支出でき、政党活動や後援会活 

動が含まれる場合は按分が必要です。他の参加者との情報交換が有益だとし

ても、それを参加の主たる目的とすることはできません。 

○ 懇親会費の計上はできないものとする。

○ 政治資金パーティーに該当する場合の経費の計上はできないものとする。

○ 政治資金規正法に定める政治団体の年会費の計上はできないものとする。

○ 大学、大学院及び専門学校等に係る学費の計上はできないものとする。

○ 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１０，０００円以下の研修会、講演会等

に参加した場合は、「研修会等の名称、開催日時、会場、主催者、概要等」が

分かる資料を添付する。

○ 政治資金規正法に定める政治団体以外の団体年会費については、規約等を添付

し、領収書等貼付用紙の備考欄に、区政との関連性を記載する。

政務活動に要する経費細目 
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【講師謝礼金】 

 適正な金額であることを示すため、テーマや講義時間等、講義内容に関 

する補記や関連資料の提出が必要です。 

【交通費の実費】 

調査研究費の項を参照（８ページ） 

【研修受講報告】 

○ 宿泊を伴うか、往復の交通費が 1万円を超える（往復の鉄道運賃や航

空運賃などをさす。現地のタクシー代・レンタカー代は含まない。）日帰

りの研修参加経費を計上する場合は、「政務活動視察報告書」を添

付します。

○ 視察先や行程等が他の議員と異なる場合は、政務活動視察報告書や

領収書等貼付用紙備考欄等に、経費分担を明記します。

○「政務活動視察報告書」の取扱いについては、３８ページ参照

【会場借上げ費など】 

 会場費や機材借上げ費などの名目に、政務活動以外のものが含まれてい

ないか、注意が必要です。 

【資料購入を目的とした年会費】 

資料購入費の項を参照（１８ページ） 

○「領収書等貼付用紙」の取扱いについては、３３・３４ページ参照
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広 聴 広 報 費 

１ 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴

取、区民相談等の活動に要する経費 

［支出の参考例］  資料印刷費、会場費、参加費・会費、交通費、 

文書通信費 

２ 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する

経費 

［支出の参考例］  印刷・製本費、会場費、交通費、文書通信費 

○ 広聴広報活動における茶菓代については、１人につき５００円を限度とし、

領収書等貼付用紙の備考欄に「目的及び参加人数」を記載する。

○ 区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は１／２とす

る（ただし、議員１人１回当たり５，０００円を限度とする）。

○ 印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に即して按分する。

○ 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額３０，０００

円を超えることはできない。また、１回当たりの購入は、１００枚を限度

とする。

○ ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に即して按分する

政務活動に要する経費細目 
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◆支出にあたっての留意事項

【区政に関わる諸団体が主催する会合】 

 区政に関わる諸団体が主催する会合とは、総会、新年会、忘年会、周年

行事、懇談会等とし、議員として出席した場合の会費を対象とします（た

だし、議員自らが所属している団体を除きます）。案内状または招待状を添

付します。 

【区政報告書などの印刷経費】 

○ 区政報告書などの印刷物原本を添付します。封筒を印刷した場合は、

封筒も提出します。（４０ページ参照）

○ 選挙活動、政党活動、後援会活動などに関する記述がある場合は按分

が必要です。（紙面に占める割合での按分が合理的です。当該号発行に

要する全ての経費が按分の対象です。）

【区政報告書の作成及び配布】 

 杉並区議会議員選挙及び杉並区長選挙３か月前程度の時期に、区政報告 

書を作成・配布する場合は、按分割合について慎重に対処するよう努める 

ものとします。 

【区政報告書の配布期間及び配布部数】 

 区政報告書を郵送や新聞折り込み等で配布する場合は、配布期間及び配

布部数を明らかにする必要があります。 

【会場借上げ費など】 

 会場費や機材借上げ費などの名目に、政務活動以外のものが含まれてい

ないか、注意が必要です。 
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【郵送費】 

○ 可能な限り、郵便区内特別郵便（同時に１００通以上出す場合）や、

料金別納郵便等を活用することとし、切手の購入については、日常の

通信用に使用する切手も含めて（項目を問わず）、年額で３０，０００

円を上限とし、１回当たりの購入は１００枚を限度とします。

○ 官製はがきの利用については、大量に購入する場合には、誤解を招か

ないよう説明が必要です。（報告会の通知や返信用はがきとして利用す

る場合には「見本」を添付するなど。）

○ 切手・官製はがきは、購入した年度内に使用することが原則です。

【ホームページの運用管理経費】 

サイトに政務活動以外の内容が含まれる場合は、按分が必要となります

が、合理的な按分が困難な場合は、社会通念上相当な割合で按分します。 

【交通費の実費】 

調査研究費の項を参照（８ページ） 

【支出の対象期間を明示した書面の提出】 

一定期間にわたり役務の提供を受ける場合（ホームページ維持管理費等）

は、契約期間等支出の対象となる期間を明示した書面を提出します。 

○「領収書等貼付用紙」の取扱いについては、３３・３４ページ参照
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要請陳情等活動費 

会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費 

［支出の参考例］  資料印刷費、交通費、文書通信費 

◆支出にあたっての留意事項

【交通費の実費】 

調査研究費の項を参照（８ページ） 

【資料印刷経費・郵送費】 

広聴広報費の項を参照（１３・１４ページ） 

○ なし

政務活動に要する経費細目 
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会 議 費 

１ 会派又は議員が行う各種会議に要する経費 

［支出の参考例］  資料印刷費、会場費、交通費、文書通信費 

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加

に要する経費 

［支出の参考例］  参加費・会費、交通費、文書通信費 

◆支出にあたっての留意事項

【交通費の実費】 

調査研究費の項を参照（８ページ） 

【資料印刷経費、郵送費、会場借上げ経費】 

広聴広報費の項を参照（１３・１４ページ） 

○ 会議等を主催する場合の茶菓代については、１人につき５００円を限度と

し、領収書等貼付用紙の備考欄に「会議の目的及び参加人数」を記載する。

政務活動に要する経費細目 
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資 料 作 成 費 

会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 

［支出の参考例］  印刷・製本費、原稿料 

◆支出にあたっての留意事項

【資料印刷経費】 

広聴広報費の項を参照（１３ページ） 

○ なし

政務活動に要する経費細目 
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資 料 購 入 費 

会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 

［支出の参考例］  書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費、 

有料データベース利用料 

 

 

◆支出にあたっての留意事項

【書籍・雑誌・新聞・その他資料購入】 

タイトル、資料名のほか、継続的に発行されるものは「何月号」「何号」

「何月分」等を記載します。政務活動との関連が不明な書籍等については、

誤解を招かないよう説明が必要です。 

【定期購読】 

１年を超える購読料は支出できません。 

【資料購入を目的とした年会費】 

 年会費の支出目的が資料購入を目的とする場合は、領収書等貼付用紙の 

備考欄に、入会目的など区政との関連性を記載します。また、出納簿摘要欄

には「年会費」を明記します。 

○ 購読新聞については、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とする。 

○ 所属政党発行の機関紙（機関誌又は冊子を含む）の購読については、議員１

人当たり各１部とする。

○ 電子辞書等備品的な性格を有するものについては、「資料購入費」ではなく、

「事務費」（事務用品・備品購入費）として取り扱う。

政務活動に要する経費細目 
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事 務 費 

会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 

［支出の参考例］  事務用品・備品購入費、事務機器等借上げ費、 

インターネット接続料、文書通信費

 

 

 

 

 

 

◆支出にあたっての留意事項

○ ５０，０００円以上の物品は備品とし、備品を購入したときは備品台帳を作成

し管理する。

○ 備品購入費については、実態に即して按分する。なお、購入・買替えにあたっ

ては、所得税法上の減価償却資産に係る耐用年数を参考にする。また、任期満

了前６か月間は、可能な限り備品の購入を控えるものとする。

○ ポイントカード制を導入している小売店で物品等の購入により発生した「ポイ

ント」が領収書（レシート）によって確認できる場合は、当該ポイント相当額

を控除して支出する。 

○ 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額３０，０００円を

超えることはできない。また、１回当たりの購入は、１００枚を限度とする。

○ はがきを購入する場合は、議員１人当たり年額３０，０００円を超えることは

できない。また、１回当たりの購入は、１００枚を限度とする。

○ インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費は、

支出割合の上限を１／２とする（ただし、当該支出について合理的な説明がで

きる場合は、この限りでない）。

○ 通信費に関する支出割合の上限設定は次のとおりとする。

固定電話（事務所専用） １／２ 

固定電話（事務所自宅兼用 FAX あり） １／２ 

固定電話（事務所自宅兼用 FAX なし） １／４ 

○ 政務活動に使用する電話・FAX については必要最小限の台数とし、その番号を

議長に届け出るものとする。

○ 名刺代については、政務活動費による支出はできないものとする。

政務活動に要する経費細目 
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【備品台帳】 

 各自で作成し、管理します。様式は自由ですが、「見本」を参照して作成

し、区民の誤解を招かないよう適正な購入・管理を行う観点から、備品台

帳の写しを議長に提出します。 

○「備品台帳」の取扱いについては、４１ページ参照、

記載例については、５１ページ参照

【実態に即した按分】 

 備品や事務用品の物品の購入に当たり、実態に即して按分する場合には、

合理的な説明が必要です。 

 また、５０，０００円未満の物品についても、十分配慮する必要があり

ます。 

【所得税法上の耐用年数】 

 所得税法で定める主な器具・備品の「減価償却資産に係る耐用年数」は

次のとおりです。 

事務机・事務椅子・キャビネット 
主として金属製のもの １５年 

その他のもの ８年 

ラジオ・テレビジョン・テープレコーダーその他の音響機器 ５年 

パソコン 
サーバー用のものを除く ４年 

その他の電子計算機 ５年 

複写機、計算機（電子計算機を除く） 

電話設備その他の通信機器 

デジタル構内交換設備及びデジタルボタ

ン電話設備、（携帯電話機）

６年 

上記以外の電話設備その他の通信機器 １０年 

カメラ（デジタルカメラ） ５年 
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【備品管理上の諸注意】 

○ 購入から任期満了までの期間が、耐用年数に満たない備品の購入は、

個人の資産形成と捉えられる可能性が高いことに留意する必要があ

ります。

○ 耐用年数内に再度備品を購入する場合は、合理的な説明が必要です。 

○ 備品の性能については、社会通念上、政務活動に必要な範囲内とす

るよう留意する必要があります。また、政務活動との関連が不明な

ものや高額な備品については、誤解を招かないよう説明が必要です。 

○ 任期満了前６か月間は、可能な限り備品の購入を控えます。

【ポイント制度を導入する小売店（家電量販店等）での購入】 

 購入により発生した「ポイント」が領収書（レシート）によって確認で

きる場合は、当該ポイント相当額を控除して計上します。 

【郵送費（切手・官製はがき）】 

○ 可能な限り、郵便区内特別郵便（同時に１００通以上出す場合）や、

料金別納郵便等を活用することとし、切手の購入については、区政報

告書等に要するものも含めて（項目を問わず）、年額で３０，０００円

を上限とし、１回当たりの購入は１００枚を限度とします。

○ 官製はがきの購入については、事務費として計上する場合は、年額で

３０，０００円を上限とするとともに、１回当たりの購入も１００枚

を限度とします。（官製はがきの購入については、広聴広報費と取扱いが異

なることに注意。）

○ 切手・官製はがきは、購入した年度内に使用することが原則です。

広聴広報費の項を参照（１４ページ） 
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【携帯電話・スマートフォン等の料金】 

○ 携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費は、支出割合の上

限を１/２とします（ただし、当該支出について合理的な説明がで

きる場合は、この限りではありません）。

○ 月々の料金に携帯電話・スマートフォン本体の分割払い料金が含ま

れている場合がありますが、分割購入の場合も本体価格が５０，０

００円以上であれば、備品台帳を作成する必要があります。

【事務用品等購入にあたっての留意点】 

 事務用品、備品購入費支出の際、年度末の購入（特にまとめ買い）、毎年

にわたる購入、適切なサイクルによらない購入、按分割合が高い計上の場

合は、誤解を招かないよう説明が必要です。 

【支出の対象期間を明示した書面の提出】 

一定期間にわたり役務の提供を受ける場合（ホームページ維持管理費等）

は、契約期間等支出の対象となる期間を明示した書面を提出します。 

○「領収書等貼付用紙」の取扱いについては、３３・３４ページ参照
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事 務 所 費 

会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 

［支出の参考例］  事務所賃借料、維持管理費、ＣＡＴV・電話回線敷設料 

○ 事務所賃借料について

自
己
所
有

計上できない 

賃
借

事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は１／２とする。 

自宅兼用 計上できない 

※ 自己所有とは自己又は生計を一にする親族の所有をいう。

※ 個人（一人会派含む）で契約する事務所賃借料の政務活動費支出金額の

上限は、月額５０，０００円とする

○ 事務所光熱水費について

自
己
所
有

計上できない 

賃
借

事務所専用 事務所光熱水費の支給割合の上限は１／２とする。 

自宅兼用 計上できない 

○ 事務所駐車場賃借料について

自
己
所
有

計上できない 

賃
借

事務所専用 事務所駐車場賃借料の支給割合の上限は１／２とする。 

自宅兼用 計上できない 

政務活動に要する経費細目 
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◆支出にあたっての留意事項

[事務所の賃料及び事務所駐車場の賃借料] 

 「自己又は生計を一にする親族」所有の物件を使用する場合は支出できま

せん。また、議員の親族が経営する会社・店舗及び所有する土地等の一部を

賃貸借する場合は、誤解を招かないよう説明が必要です。 

【生計を一にする親族（所得税基本通達２－４７）】 

○ 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した

生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一

にするものとします。

また、「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居している

ことをいうものではないから、勤務、修学、療養等の都合上他の親族

と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げ

る場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修

学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを

常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送

金が行われている場合

【事務所費支出の要件】 

○ 事務所には、看板・表札など、政務活動のため必要な事務所としての

表示等（区議会議員○○事務所、○○議員事務所等）を有しているこ

とが必要です。

○ 事務所の賃料等を計上する場合は、「事務所の要件を具備しているこ

とを証明する書類」が必要です。具体的には、「賃貸借契約書の写し」、

又は「事務所の図面及び写真等」の添付が必要です。（４１ページ参照）

【事務所駐車場の賃借料】 

 事務所駐車場の賃借料を計上する場合、「賃貸借契約書の写し」等の添付

が必要です。 
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人 件 費 

会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

［支出の参考例］  賃金、社会保険料、交通費 

 

◆支出にあたっての留意事項

【生計を一にする親族（所得税基本通達２－４７）】 

事務所費の項を参照（２４ページ） 

【議員活動全般を補助する職員】 

○ 按分が必要です。支出割合の上限は１／２です。

○ 計上に際しては、「雇用契約書の写し」を添付する必要があります。 

【政務活動のみを補助する職員】 

○ 基本的に按分は不要ですが、例えば、区政報告やホームページに関

連する業務に従事した場合など、印刷製本費など他の経費において按

分を行っている場合には、当該按分率を適用します。

○ 計上できる月額の上限は５０，０００円です。

○ 計上に際しては、補助する「職員の氏名・住所・生年月日・業務内

○ 議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことはできない

○ 議員が雇用する職員のうち、議員活動全般を補助する職員の賃金は、支出割

合の上限を１／２とし、政務活動のみを補助する職員の賃金については、勤務

内容と日給・時給等を明記のうえ、議員１人当たり月額５０，０００円を上限

として勤務実績に応じた額とする。

政務活動に要する経費細目 
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容・賃金・雇用期間等」勤務の実情を証明する書類を提出します。 

○ 勤務内容が複数ある場合は、可能な限り複数の勤務内容を明記します。 

【定期的な勤務の補助職員】 

 例えば、毎週月～金曜日・午前９時～午後３時の勤務のように、勤務日

数が定期的な場合は、政務活動のみの補助とは捉えられない可能性が高い

ことから、誤解を招かないよう説明をする、または「議員活動全般を補助

する職員」として按分するなどの取扱いが必要です。 

○「勤務の実情を証明する書類」の取扱いについては、４２ページ参照
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２  提 出 書 類

＜収支報告及び領収書その他の証拠書類の取扱い＞ 

収支報告について ・・・・・・・・・・２９

提出書類について ・・・・・・・・・・２９

１ 政務活動費収支報告書 ・・・・・・・・・・３０

２ 政務活動費出納簿 ・・・・・・・・・・３１

３ 領収書及び領収書等貼付用紙 ・・・・・・・・・・３３

４ 政務活動交通費記録簿 ・・・・・・・・・・３６

５ その他添付書類 ・・・・・・・・・・３８

収支報告書等の保存及び閲覧について ・・・・・・・・・・４２
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収支報告について 

会派の代表者、議員は、前年度分の「政務活動費収支報告書」に、政務活動

の収支を表す「出納簿」及び「領収書その他の証拠書類」を添えて年度終了日

の翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければなりません。 

（条例第１０条第１項） 

提出書類について（作成方法等詳細は次ページ以降を参照）

Ⅰ 「政務活動費収支報告書」（条例別記様式） 

Ⅱ 「政務活動費出納簿」（規則第７号様式） 

Ⅲ 「領収書その他の証拠書類」 

（「領収書等貼付用紙」（規程第１号様式）に貼付または別紙添付） 

なお、次の経費を計上する（支出した）場合は、それぞれ以下の書類を 

提出します。 

① 交通費 ・・・・ 「政務活動交通費記録簿」（規程第２号様式） 

② 宿泊を伴うか、または往復の交通費が１万円を超える日帰りの調査・研修会

等の経費  ・・・・ 「政務活動視察報告書」（規程第３号様式）

③ 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が 1 万円以下の研修会、講演会等に参加した場

合の経費・・・「研修会等の名称、開催日時、会場、主催者、概要等が分かる資料」 

④広報紙発行に要する経費 ・・・ 作成した「広報紙」等

⑤備品の購入 ・・・「備品台帳の写し」

⑥事務所の賃借料等 ・・「事務所の要件を具備していることを証明する書類」 

⑦補助職員の賃金等 ・・「政務活動補助職員の勤務の実情を証明する書類」
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１「政務活動費収支報告書」（条例別記様式） 

○ 原本を提出します。写しは５年間保存します。

（当該年度終了５年後の４月３０日が過ぎるまで保存） 

○ 翌年５月１日から閲覧に供するとともに、７月を目途に区議会ホー

ムページに掲載します。

① 日 付

議長（事務局）への提出日を記載します。 

② 議員名

政務活動費を会派で受けている場合には「会派名」「代表者氏名」を、 

議員個人で受けている場合は「議員名」を記載します。 

③ 備考欄

項目ごとに「主な支出内容」を記載します。 

④ 支出額の合計

交付額の範囲内で収支報告するものとします。 

※「政務活動費収支報告書」の記載例については、４５ページ参照
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２「政務活動費出納簿」（規則第７号様式） 

○ 原本を提出します。写しは５年間保存します。

（当該年度終了５年後の４月３０日が過ぎるまで保存） 

○ 翌年５月１日から、政務活動費収支報告書とともに閲覧に供します。 

① 日 付

 領収書の日付、口座振替など、入出金のあった日を記載します。ただ

し、調査研究費などひと月にまとめた交通費は、月の末日に計上します。 

② 摘 要

支出内容・按分率等を記載します。主な記載例は次のとおりです。 

物品購入 事務用品代（上質紙、プリンタインク）1/2 

資料購入 資料代（○○区△△に関する資料） 

書籍購入 書籍代（○○題名、外３冊） 

雑誌購入 雑誌代（月刊●● ○月○日号）

備品リース コピー機リース料（○月分） 1/2

補助職員賃金 政務活動補助職員賃金（○月分 氏名） 

区政報告発行経費 
区政報告印刷代（○月○日発行号） 4/5 

区政報告郵送料金（○月○日発行号） 4/5 

光熱水費 事務所電気料（○月分） 1/2 

電話料金 事務所電話料（○月分、FAX あり） 1/2 

講師謝礼 講師謝礼（○○に関する勉強会） 

研修等参加費 研修会参加費（○○に関する研修） 

交通費 交通費（○月分） 

駐車料金 駐車料（区民相談） 

有料道路通行料 高速料金（東京―○○/○○市立施設視察） 

地方視察経費 宿泊費（○○市視察） 

※年に複数回支払う場合は、（○月分）（○月○日発行分）等と

明確に記載します。
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③ 項 目

当該経費について、該当する「項目」（条例第９条別表に掲げる）を

記載します。「項目」それぞれの金額の合計が、収支報告書の「支出」

欄に記載されることになります。 

④ 整理番号

 出納簿の記載順（昇順）に、機械的に番号をふります。「月単位」「年

間を通して」、どちらでも構いません。整理番号は、領収書等貼付用紙、

交通費記録簿、視察報告書等、関係書類にも必ず記載し、相互に照らし

合わせることができるようにします。 

⑤ 受・払・残

「受」は政務活動費の振込金額（年４回）を、「払」は支出金額を、「残」

は支出金額を控除した残額を記載します。 

※参考

令和２年度 

政務活動費の振込予定日 

４～６月分 ・・・・・４月１０日（金） 

７～９月分 ・・・・・７月１０日（金） 

１０～１２月分・・・・１０月９日（金） 

１～３月分 ・・・・翌年１月８日（金） 

※「政務活動費出納簿」の記載例については、４６・４７ページ参照
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３「領収書」及び「領収書等貼付用紙」 

 「領収書その他の証拠書類」は、領収書等貼付用紙にそれぞれ貼付します。 

（規程第３条第 1項） 

（１）「領収書」について 

○ 領収書（レシート）は、必ず原本を添付します。サイズが大きい領

収書（レシート）であっても、切らずに、折るなどしてそのまま、

「領収書等貼付用紙」に貼付します。

○ レジスター等の機器で印字された領収書（レシート）については、

「発行者」「金額」「日付」「取引内容」が明記されていることが必

要です。

○ 印刷・印字が劣化する恐れがある場合は、コピーを取り、原本とと

もに添付しておくか、または「発行者」「金額」「日付」「取引内容」

等を、領収書等貼付用紙の備考欄に補記します。

① 「宛名」について

○ 原則として、議員本人名義以外の領収書は無効です。

○ 通信費など各種サービスの契約者が配偶者や会社名義になってい

る場合のみ、「領収書原本」「宛名が配偶者や会社名義であることの

説明」「配偶者・会社が発行する証明書」の３点をもって、例外的

な取扱いができることとします。

○ 手書き領収書の場合は「宛名」の記載が必要です（「上様」は不可）。

○ レジスター等の機器で印字された領収書（レシート）で、金額が５

万円以上の場合は、改めて宛名を明記した領収書の発行を求めるか、

宛名欄があれば宛名の記載を求めます。５万円未満であっても、一

般的な領収書の形式を取っているものについては、「宛名」を記入

してもらいます。
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② 「領収書」以外の証拠書類での代用

光熱水費・電話料金など、口座振替・クレジットカード払いとしてい

る場合であっても、原則として、領収書の原本の提出が必要ですが、紛

失等やむをえない事情があると認められる場合（特に、インターネット

接続料は、領収書が発行されないケースがあります。）次のように取り

扱います。 

○ 口座振替による支払いの場合は、振替口座の通帳の該当ページの写

しを提出します。

○ クレジット会社が発行する利用明細書、及び振替口座の通帳の該当

ページの写しを提出します。

○ 当該通帳原本は、５年間保存します。

（２）「領収書等貼付用紙」（規程第１号様式） 

① 出納簿整理番号

  該当する出納簿の月分と「整理番号」を記載し、相互に照らし合わせ

ることができるようにします。複数の領収書を貼付する場合は、該当す

る全ての整理番号を記載します（枠外でもかまわない）。 

② 領収書等貼付欄

○ 領収書を複数枚貼付する場合は、他の領収書と重なったり、備考欄

の記載事項が隠れないようにします。

○ サイズが大きい領収書（レシート）であっても、切らずに、折るな

どしてそのまま、「領収書等貼付用紙」に貼付します。

○ サイズが大きい証拠書類等は、別紙添付とし、領収書等貼付用紙に

は、「別紙のとおり」「支出の明細は別紙のとおり」など貼付欄に記

載します。
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③ 備考欄

 出納簿に「支出内容」を書ききれない場合や、以下のような特別の説

明を必要とする場合に記載します。なお、説明資料がある場合は「別

紙」として提出します。 

ア 領収書の金額と出納簿記載の金額が異なる場合、説明を記載します。 

○ 複数購入したもののうち、一部を計上する場合

（事務用品・書籍購入などの場合に、計上する品目を特定するなど）

○ 按分により計上する場合

（賃料・備品購入の按分率・計算式等を記載するなど）

○ 発生ポイント分を控除して計上する場合

（家電量販店等の購入において、値引き相当額を明示するなど）

イ 領収書、出納簿の記載内容では購入等した品目を確認できない場合、

品名や内訳などを記載します。 

ウ 政務活動との関連性がわかりにくい場合、必要性など、適正な支出

であることを示すため、以下のような説明を記載します。 

○ 講師謝礼について、目的や内容、区政との関連性などを記載する。 

○ 施設の入場料・観覧料など、視察目的等を記載する。

○ 備品購入に際して、利用目的や按分の考え方などを記載する。

○ 郵送料の支出に関して、何をいつ何部郵送したかなど具体的に記載

する。

○ ホームページの更新料について、ＵＲＬや更新の目的、更新した内

容などの説明を記載する。

※「領収書等貼付用紙」の記載例については、４８ページ参照
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４「政務活動交通費記録簿」（規程第２号様式） 

 政務活動のため交通機関を利用して出張する場合は、「政務活動交通費記

録簿」を作成します。（規程第３条第２項） 

① 全般的事項

○ 日常の政務活動に係る近隣の交通費や視察先において別途必要とな

った交通費（ＪＲ・私鉄・地下鉄・バス運賃、タクシー代）について

は、領収書の発行が一般的ではないケースが多いため、ひと月分を日

付順に記載します。

○ 調査研究費、研修費など、項目別に作成し、出納簿には、月末の日付

で「交通費（○月分）」とその月の合計額を記載します。

○ タクシーや鉄道・バスで、領収書（レシート）が発行される場合は、

「政務活動交通費記録簿」の裏面（または別紙）に貼付します。

○ スイカ・パスモ等を使用して交通機関を利用した場合は、交通実費を

「政務活動交通費記録簿」に記載するか、または「利用明細（履歴）」

を「領収書等貼付用紙」に貼付し、利用区間（出張先）や目的（出張

内容）等を備考欄等に補記します。

※「利用明細（履歴）」に関する注意事項

① スイカについて

履歴の印字は直近の利用分最大 50件まで印字可能ですが、１

日の利用件数が 21 回以上の場合、一部印字できない場合があ

ります。また、一度印字された履歴は再印字できず、利用か

ら 26 週間を超えた履歴は印字できません。

② パスモについて

履歴の印字は直近の利用分、最大 20 件まで印字可能です。た

だし、一部の鉄道事業者では直近 26 週間以内の最新 100 件ま

で印字可能な事業者があります。

③ スイカ・パスモ共通

バスを利用した場合は、バスの事業者名しか印字されません。 
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○ 宿泊を伴う視察・研修で、航空券・ＪＲ指定席券及び乗車券を（事前

に）購入する場合は、交通機関窓口または旅行代理店から必ず領収書

の発行を受け、「３ 領収書及び領収書等貼付用紙」により取り扱い

ます。

○ ガソリン代、有料道路通行代、駐車・駐輪料金については、「３ 領

収書及び領収書等貼付用紙」により取り扱います。

② 出納簿整理番号

該当する出納簿の月分と「整理番号」を記載し、相互に照らし合わせる

ことができるようにします。複数ページにわたるときは、枝番を付けるな

ど工夫して記載します。 

③ 日

当該交通機関を利用した日を記載します。 

④ 出張先

施設の名称など行き先を具体的に記載します。ただし、相談等で個人宅

が行き先の場合は、区民宅（地名・町名）である旨記載します。 

⑤ 利用交通機関

「鉄道」「バス」「タクシー」に区分して記載します。 

⑥ 経路

○ 出発駅―到着駅を記入し、往復であればその旨を記載します。なお、

タクシーの場合は、地名・町名・施設の名称などを記載します。

○ タクシー、鉄道・バスで、領収書が発行された場合は、領収書ごと

に経路を区切って記載します。
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⑦ 備考欄

  出張内容・目的を記入します。また、一般的に合理的でない経路の場合

に、その経路とした理由など、交通費計上に関して説明等があれば記載し

ます。 

※「政務活動交通費記録簿」の記載例については、４９ページ参照

５「その他添付書類」 

次の各号に掲げる経費に充てたときは、当該各号に掲げる帳票類等を 

作成し、政務活動費収支報告書に添えて提出します。（規程第４条） 

（１）「政務活動視察報告書」（第１号・規程第３号様式）

 宿泊を伴うか、または、往復の交通費が１万円を超える日帰りの視察

による調査研究又は研修会、講演会等への参加に要する経費を計上する

場合は、「政務活動視察報告書」を作成し提出します。 

① 全般的事項

○ 別途報告書類を作成する場合は、「政務活動視察報告書」を表紙に

し、作成した書類を添付します。報告書の概要欄には「添付報告書

類のとおり」のように記載します。

○ 複数の議員による視察等で、連名で報告書を提出する場合も、それ

ぞれ参加した議員に提出していただく必要があります。この際、代

表者１名は通常どおり「政務活動視察報告書」を記載し、添付報告

-322-



39 

書類、資料等を提出します。その他の議員については、「政務活動

視察報告書」については通常どおり作成の上、概要欄に「連名で作

成したため、○○議員の視察報告書を参照」のように記載します。

資料等の添付は不要です。 

○ 会派で政務活動費を受け取っている場合は、会派名で提出します。 

○ 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１万円以下の研修会や講演会

等に参加した場合は、「研修会等の名称、開催日時、会場、主催者、

概要等が分かる資料」を添付します。

○ 翌年５月１日から、政務活動費収支報告書等とともに、添付資料も

含め閲覧に供します。

② 会派・議員名

 政務活動費を会派で受け取っている場合は「会派名」を、個人で受け

取っている場合は「個人名」を記載します。 

③ 出納簿整理番号

 該当する出納簿の月分と「整理番号」を記載し、相互に照らし合わせ

ることができるようにします。当該調査研究、研修会・講演会等に計上

した全ての整理番号を記載します。 

④ 実施日

調査研究を実施した期間、研修会等に参加した日付等を記載します。 

⑤ 参加者氏名

参加した者（議員）の氏名を記載します。 
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⑥ 視察先

 「訪問先の施設名（研修会場）・担当部署」等と、「道府県名・市町村

名」を記載します。 

⑦ 視察目的

何を調べる（学ぶ）ために訪問（出張）したのか、簡潔に記載します。 

⑧ 行 程

往復の経路について、利用交通機関や区間等を記載します。 

⑨ 概 要

 政務活動による調査研究（研修受講）であることがわかるよう、区政

との関連性など記載するとともに、視察先で入手した資料の写し、レジ

ュメなど内容がわかる資料があれば添付します。 

※「政務活動視察報告書」の記載例については、５０ページ参照

（２）「広報紙」（第２号）

○ 区政報告など、広報紙の作成に要する経費を計上する場合は、当該

広報紙を提出する。封筒、同封するはがき等を作成した場合は、当

該封筒・はがきもあわせて提出します。

○ 翌年５月１日から、収支報告書、出納簿等とともに閲覧に供します。 
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（３）「備品台帳の写し」（第３号）

 備品の購入に要する経費を計上する場合は、「備品台帳（様式自由）の

写し」を提出します。ただし、備品台帳には、「品目及び形態・型番」「数

量」「購入価格」「取得年月日・廃棄年月日」「設置場所（所在地）」を記

載しておくとともに、その他付属品やクレジットカード払いの支払日（出

納簿に記入した日）など、備考欄を設けておき記入しておく必要があり

ます。備品台帳の参考例を用意しています。 

備品台帳の原本は、各自（各会派）で保管します。 

※「備品台帳」の記載例については、５１ページ参照

（４）「事務所の要件を具備していることを証明する書類」（第４号）

① 事務所の賃借料や光熱水費等を計上する場合は、事務所の要件を具備し

ていることを証明する「賃貸借契約書の写し」又は「事務所の図面及び

写真等」の書類を提出します。

② 事務所専用の物件を賃借する場合は、「賃貸借契約書の写し」または「賃

貸人・支払先・物件所在地・賃料が確認できる書面」を添付します。
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（５）「政務活動補助職員の勤務の実情を証明する書類」（第５号）

① 議員活動全般を補助する職員を議員事務所や会派事務所で定期的に雇用

している職員について計上する場合は、「雇用契約書」の写し

② 特定の政務活動を補助するために雇用する職員について計上する場合は、

「その職員の氏名・住所・生年月日・業務内容・賃金・雇用期間等」勤

務の実情を証明する書類（様式自由）を、領収書に添付して提出します。

「勤務日」「勤務時間・実働時間」「時間給等賃金の単価・日額」「勤務内

容（政務活動との関連性がわかるよう具体的に記載したもの）」を明確に

します。「政務活動補助職員勤務報告書」として参考例を用意しています。 

※「政務活動補助職員勤務報告書」の記載例については、５２ページ参照

収支報告書等の保存及び閲覧について 

 議長は、報告書、出納簿及び領収書等を、当該報告書を提出すべきとされた

期間の末日の翌日から５年を経過するまで保存し、（政務活動費収支）報告書 

及び出納簿を閲覧に供します。 

（条例第１０条第４項） 

 議長は、帳票類等について、条例第１０条第４項に規定する期間まで保存し、

政務活動視察報告書及び広報紙を閲覧に供します。 

（規程第４条第２項） 
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３ 各種様式・記載例

１ 政務活動費収支報告書 ・・・・・・・・・・・・４５

２ 政務活動費出納簿 ・・・・・・・・・・・・４６

３ 領収書等貼付用紙 ・・・・・・・・・・・・４８

４ 政務活動交通費記録簿 ・・・・・・・・・・・・４９

５ 政務活動視察報告書 ・・・・・・・・・・・・５０

６ （参考）備品台帳 ・・・・・・・・・・・・５１

７ （参考）政務活動補助職員勤務報告書 ・・・・・・・・５２
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 １【記載例】政務活動費収支報告書

別記様式（第１０条、第１１条関係）

年 4 月 4 日

議 員 名 印

令和 2 年度政務活動費収支報告書

１　収　 　入

政務活動費 円

２　支　 　出 （単位　円）

項　　目

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要請陳情等活動費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 費

事 務 所 費

人 件 費

合　　計

３　残　 　額 円

※「収支報告書・出納簿入力ﾌｫｰﾏｯﾄ」をご使用の場合、背景が色付の吹き出し部分は自
動入力されます

400,000

200,000

1,880,000

40,000

政務活動補助職員賃金

事務所の賃料・光熱水費

100,000

○○市視察経費　等

記

50,000

120,000

書籍購入費

事務所の電話料・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料
等

700,000

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例第１０条
の規定に基づき、下記のとおり令和 2 年度政務活動費の収支について報告し

○○研修参加費

300,000

金　 　額

1,920,000

令和3

○○会議会場費　等

0

備　 　考

10,000

区政報告の作成・郵送費　等

0

杉並区議会議長　宛

ま す。

○○ ○○○年度を記入

政務活動費を会派で受けている場

合は「会派名」と「代表者氏名」

を記入

朱肉を使用する印鑑で押印

提出日を記入

※令和3年4月1日～4月30日に提出

年度を記入

交付額を記入

主な支出内容を記入

項目ごとの金額と、最下段に
は支出合計額を記入

「１収入－２支出」の金額を記入

 45
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（その１）
第7号様式（第6条関係）

令和 ２年度

政務活動費出納簿

令和２年４月１日から

令和３年３月３１日まで

議　員　氏　名 ㊞

会派で政務活動費の交付を受けた場合は、
会派名、代表者氏名及び経理担当者名が
必要になります。

46
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 ２【記載例】出納簿

年 月 日 要 項 目
整理
番号 受 払 残

2 7 1 前葉繰越

2 事務用品代（品名） 事務費 1

2 書籍代（書籍名） 資料購入費 2

3
事務所電話代（**％・5月分） ／NTT
東日本 事務費 3

3
事務所電話代（**％・5月分） ／NTTｺ 
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 事務費 4

5 事務所電気料（**％・5月分） 事務所費 5

7 事務所賃料（**％・8月分） 事務所費 6

8
堺市・茨木市視察交通費
（東京－大阪間往復乗車券・特急券） 調査研究費 7

10 政務活動費（7月～9月分）

10 携帯電話料金（**％・5月分） 事務費 8

12 書籍代（○○○外2冊） 資料購入費 9

15
堺市・茨木市視察宿泊費（大阪市滞
在） 調査研究費 10

19 駐車料金（高齢者介護の調査研究） 調査研究費 11

20
印刷代（85%・区政報告7月21日発行
分） 広聴広報費 12

21
郵送料（85%・区政報告7月21日発行
分） 広聴広報費 13

22 研修参加費（地方版総合戦略策について） 研修費 14

25 インターネット接続料（**%・6月分） 事務費 15

31 交通費（7月分） 広聴広報費 16

31 交通費（7月分） 調査研究費 17

31 交通費（7月分） 研修費 18

31 政務活動補助職員賃金（７月分） 人件費 19

7月分計

次葉繰越 　累計

　（その２）

計上内容により支出項目が分かれる場合、
詳細を記載（例：駐車料金は、調査研究
費、広聴広報費のどちらにも該当するため、目的を

具体的な品名も記載
購入点数が多いときには、「○○、△△他×
点」のように記載し、領収書等貼付用紙の備

考欄にすべての品名を記載

支出が複数月に亘るものは、何月分かを記載
（光熱費、電話料金、事務所賃料、新聞購読料
などが該当）
また、按分して計上するものについては、
按分率も記載

整理番号は、領収書等貼付用紙、交通費記

録簿、視察報告書にも必ず記載
※原則、上から順番に番号を記載します
※月ごとでも、年間通し番号でも構いません

月ごとの計と累計額を記入
「次葉繰越 累計」欄の金額が、次ﾍﾟｰｼﾞ
の「前葉繰越」欄の金額となります

※「収支報告書出納簿入力ﾌｫｰﾏｯﾄ」を利用す
る場合は、自動入力されます

支出項目が同じでも、支払先が異なる場合
は、一行ごとに記載（電話料金、新聞購読
料などが該当）

当月支出分を支出項目別に合算し、月末付
けで計上

　　　　年の表記　　　
4月～12月計上「2」

1月～3月計上「摘 3」

区政報告を印刷、郵送した場合は、印刷代、
郵送料に分けて計上します。
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 ３【記載例】領収書等貼付用紙

第1号様式（第3条関係）　

領収証 ○○年 7月12日

○○○○　様

￥ ○，○○○－

但し、○○○○として

○○書店　　㊞

領収証 ○○年　7月 22日

○○○○　様

￥ ○○，○○○－

但し、「地方版総合戦略の策定に向けて」研修会参加費として

（公社）○○研究会

備考
　「記入例１」

　「記入例２」

　「記入例３」

　「記入例４」

領収書等貼付用紙

出納簿 整理番号

領収書等貼付欄 

　№　９・１４　7月分

代表　　○○○○　　㊞

研修参加費　「地方版総合戦略の策定に向けて」　令和○年7月22日午後1時～4時
○○会議室（港区）、○○研究会主催、総合戦略策定のプロセスと検証の視点

練馬区ケア24視察（高齢者介護調査研究）
　練馬区南田中3丁目「○○駐車場」　２時間利用

区政報告（7月21日号）　政務活動報告85％、その他15％　（報告書別途添付）
　印刷費162,000円　×　85％　＝　137,700円計上

書籍代　領収書金額7,800円のうち4,700円を計上
　《書籍名》○○○（1800円）、○○○（2000円）、○○○（900円）

48

該当する「出納簿の整理番
号」を記載

品名、内容等がわかるよ
う記入を依頼

※「購入点数が多く書き
きれない場合」、「補足
説明が必要と思われる場
合」は、下段の備考欄を
使い補足

※「お品代」という表現
は好ましくありません

複数の枚数を貼
付する際は、
「他の領収書」
「備考欄の記載
内容」に重なら
ないようにする

※サイズが大き
い証拠書類は、
貼らずに別紙と
して添付

支出内容の説明を記載

「政務活動費の支出に関する事務処理について」の35ページを参照のうえ記載
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 ５【記載例】政務活動視察報告書

第3号様式（第4条関係）　

○○○○

実施日

○○○○ ○○○○

○○○○

堺市○○課

茨木市○○センター、○○課

介護保険計画調査

子育てサポート事業調査

○○年７月１４日～○○年７月１５日

参加者氏名

視察先

視察目的

行程

概要

政務活動視察報告書     

会派・議員名

出納簿 整理番号
6月分
7月分

№20
№7・10・16

視察・研修会等報告

記載事項は・・・

①政務活動費を会派で

受け取っている場合…

「会派名」
②個人で受け取ってい
る場合…「議員名」

記載事項は・・・

①視察の場合
訪問先の「施設名、担当部
署」など
②研修の場合
「研修場所(施設名)」など

記載事項は・・・

①視察の場合
「調査対象、何に関する調査
か」など
②研修の場合
「何に関する研修か」など

◆記載する際の留意事項

「政務活動による現地調査（研修受講）」であることがわかるようにします。

※視察先で入手した資料等がある場合は、写し等を添付
※研修・会議等の場合は、内容が確認できる資料を添付
※視察先や行程等が他の議員と異なる場合は、政務活動視察報告書や

領収書等貼付用紙備考欄等に、経費分担を明記

→報告書を別途作成している場合
＊この欄に「別添、報告書のとおり」のように記載
＊別途作成した報告書やその他資料をこの報告書に添付し提出

この視察・研修について計
上したすべての支出の整理
番号（出納簿）を記載

記載事項は・・・

往復の経路について、利用交通機関や利用区間な

ど、書ききれない場合は別紙添付
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月
日
は
、
基
本
的
に
購

入
年
月
日
を
記
入

実
際
に
備
品
が
置
い
て
あ
る
場

所
を
記
入

品
名
や
形
状
、
型
番
を

記
入

①
購
入
価
格
に
付

属
品
等
が
含
ま
れ

る
場
合
は
記
載

②
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
支
払
い
の

場
合
は
、
支
払
日

（出
納
簿
に
計
上
し

た
日
付
）を
記
入

実
際
に
購
入
し
た
金
額
を
記
入
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 ７　【参考】政務活動補助職員の勤務の実情を証明する書類

政務活動補助職員 （令和○年７月分）
勤務報告書 議員名　 ○○○○

勤務時間

始業－終業

1 月 －

2 火 －

3 水 10:00-18:00 7 1050 7,350 区政報告（第○号）作成補助

4 木 10:00-18:00 7 1050 7,350 区政報告（第○号）校正作業

5 金 －

6 土 9:00-18:00 8 1050 8,400 区政報告発送に関する事務補助

7 日 －

8 月 －

9 火 －

10 水 9:00-18:00 8 1050 8,400
区政報告会資料発送準備
地震被害ショミレーションに関する調査補助

11 木 9:00-12:00 3 1050 3,150 区政報告会資料の印刷及び郵送事務補助

12 金 －

13 土 9:00-18:00 8 1050 8,400
区政報告（第○号）作成補助及び封入作業補助
区政に関する勉強会の資料作成補助
まち・ひと・しごと創生法に関する調査研究

14 日 －

15 月 －

16 火 －

17 水 －

18 木 11:00-19:00 7 1050 7,350
区政報告（第○号）封入封緘作業
会議資料印刷補助

19 金 －

20 土 10:00-18:00 7 1050 7,350
さざんかねっとに関する調査補助
区政報告会の資料作成補助

21 日 10:00-13:00 3 1050 3,150 区政報告（第○号）郵送準備及びポスティング作業

22 月 －

23 火 －

24 水 －

25 木 13:00-16:00 3 1050 3,150 区政報告（第○号）ポスティング作業

26 金 －

27 土 －

28 日 －

29 月 －

30 火 －

31 水 －

合計

出勤日 10日 64,050 円

勤務者

氏名　 ○○　○○ ㊞ 生年月日　　 ○○年○月○日

住所 杉並区○○○　１－１－１

日 曜日
実働
時間

単価
小計

（日給）
勤務内容

「政務活動の事務補助」の内容をで

きるだけ具体的に記載

※勤務内容が複数ある場合は、可能
な限り複数の勤務内容を明記

押印は朱肉を使用します

※スタンプ印は好ましくありません

勤務した方の「氏名・生年月日・住所」を記載
（雇用契約書を作成する場合に準じています）

なお、情報公開請求があった場合は、氏名を開示しま
すので、本人にその旨を説明してください

※住所と生年月日は非公開情報です

時給（日給）のほか、日付ごとに勤務時間・勤務内容を記載

議員１人当たり月額50,000円
が上限です

東京都最低賃金1,013円(令和元年10月
１日改正)＊1050円は任意の金額
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Ⅲ  資 料 編 

１ 例規関係（抜粋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・５５

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例    ５５ 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則   ５９ 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程  ６０ 

杉並区議会政務活動費調査検討委員会設置要綱  ６４ 

杉並区議会政務活動費専門委員会設置要綱  ６５ 

２ 過去（政務調査費）の判例 ・・・・・・・・・・・・・・・・６７

１「調査研究費」関係 ６７ 

２「研修費」関係  ６７ 

３「広聴広報費」関係 ６８ 

４「会議費」関係  ６８ 

５「資料購入費」関係 ６９ 

６「事務費」関係  ７０ 

７「事務所費」関係 ７０ 

８「人件費」関係  ７１ 

３ 政務活動費制度の変遷及び検討・取組の経過 ・・・・・・・７２
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１ 例規関係（抜粋） 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例 

（平成 13年 3月 23 日条例第 26 号） 

最新改正 平成 25 年 2月 20 日（題名改正） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１４項から

第１６項までの規定に基づき、杉並区議会（以下「議会」という。）の議員の調査研

究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に

対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象） 

第２条 政務活動費は、議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。以下「会派」

という。）及び議員の職にある者（以下「議員」という。）に対して交付する。 

（会派に係る政務活動費） 

第３条 会派に係る政務活動費は、各月１日（以下「基準日」という。）における当該

会派の所属議員の数に月額１６万円を乗じて得た額とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属

会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が

生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由は生じなかったも

のとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。 

３ 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができ

ない。 

（議員に係る政務活動費） 

第４条 議員に係る政務活動費は、基準日に在職する議員（次条第１項の規定による届

出を行った会派に所属する議員を除く。）につき、月額１６万円とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解

散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付に

ついては、これらの事由は生じなかったものとみなす。 

（議長に対する届出） 

第５条 会派として政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、

政務活動費に係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長（議長の職務を行う者

がないときは議会の事務局長。以下同じ。）に届け出なければならない。その届け出

た内容に異動を生じたときも同様とする。 

２ 会派を解散したときは、その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。 

３ 議員に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨を議長に届
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け出なければならない。議員に係る政務活動費を受けないこととするときも同様とす

る。 

（区長への通知） 

第６条 議長は、前条の規定による届出に基づき、毎年度４月１日の政務活動費に係る

会派及び議員の状況について、区長に通知するものとする。 

２ 議長は、年度途中において、前条の規定による届出を受けたときは、速やかに区長

に通知しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による通知に基づき、速やかに政務活動費の交付の決定を

行い、会派の代表者及び議員に通知するものとする。 

（政務活動費の請求及び交付） 

第８条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初

の月の１０日（その日が杉並区の休日を定める条例（平成元年杉並区条例第５号）第

１条に定める区の休日に当たるときは、その翌日）までに、区長に当該四半期に属す

る月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、一四半期の途中で議員の任期

が満了する場合は、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するも

のとする。 

３ 一四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は新たに議員となった

とき、若しくは政務活動費の交付を受けていた会派の所属議員でなくなったときは、

第６条第２項の規定による通知があった日の属する月の翌月（その日が基準日である

場合は、当月）分以降の政務活動費を当該会派の代表者又は当該議員に対して交付す

る。 

４ 一四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、増員分に係る

政務活動費については第１項の規定を準用し、減員分に係る政務活動費については速

やかに区長に返還しなければならない。 

５ 前２項の規定に基づき、一四半期の途中で政務活動費の請求を行う場合における第

１項の適用については、同項中「毎四半期の最初の月の１０日」とあるのは、「当該

事実の生じた日の翌月（その日が基準日である場合は、当月）の１０日」とする。 

６ 一四半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は政

務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者であった

者又は当該議員であった者は、会派の解散の日又は議員でなくなった日の属する月の

翌月（その日が基準日である場合は、当月）分以降の政務活動費を区長に返還しなけ

ればならない。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第９条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、
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各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その

他の区民福祉の増進を図るために必要な活動（以下「政務活動」という。）に要する

経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとす

る。 

（収支報告書等の提出） 

第１０条 会派の代表者及び議員は、前年度分の政務活動費収支報告書（別記様式。以

下「報告書」という。）に、政務活動費の収支を表す出納簿（以下「出納簿」という。）

及び領収書その他の証拠書類（以下「領収書等」という。）を添えて、年度終了日の

翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議

員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は

当該議員であった者は、その事実があった日の翌日から起算して３０日以内に、報告

書、出納簿及び領収書等を議長に提出しなければならない。 

３ 議長は、報告書を受け取ったときは、その写しを区長へ送付するものとする。 

４ 議長は、報告書、出納簿及び領収書等を、当該報告書を提出すべきとされた期間の

末日の翌日から５年を経過するまで保存し、報告書及び出納簿を閲覧に供しなければ

ならない。 

（透明性の確保） 

第１１条 議長は、報告書、出納簿及び領収書等について必要に応じて調査を行う等、

政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。 

（政務活動費の返還） 

第１２条 区長は、会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額か

ら、当該会派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出（第９条に規

定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。）の

総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命

ずることができる。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則（平成２５年２月２０日条例第１号） 

１ この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に

関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、

同日前にこの条例による改正前の杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の

交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。 
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別表（第９条関係）

政務活動に要する経費

項 目 内 容

調査研究費
区の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要する経費

（調査委託費、宿泊費、交通費、文書通信費）

研 修 費

１ 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要する経費

 （会場費、講師謝礼金、宿泊費、交通費）

２ 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加（会派又は議

員の雇用する職員の参加を含む。）に要する経費

（参加費・会費、宿泊費、交通費）

広聴広報費

１ 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴取、区民

相談等の活動に要する経費

 （資料印刷費、会場費、参加費・会費、交通費、文書通信費）

２ 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経費

（印刷・製本費、会場費、交通費、文書通信費）

要請陳情等

活動費

会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費

（資料印刷費、交通費、文書通信費）

会 議 費

１ 会派又は議員が行う各種会議に要する経費

 （資料印刷費、会場費、交通費、文書通信費）

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要する

経費

（参加費・会費、交通費、文書通信費）

資料作成費

会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

（印刷・製本費、原稿料）

資料購入費
会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

（書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費、有料データベース利用料）

事 務 費
会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

（事務用品・備品購入費、事務機器等借上費、インターネット接続料、文書通信費）

事 務 所 費

会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

（事務所賃借料、維持管理費、ＣＡＴＶ・電話回線敷設料）

人 件 費
会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

（賃金、社会保険料、交通費）

備考 括弧内は、例示とする。
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杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則 

（平成 13年 3月 30 日規則第 35 号） 

最新改正 平成 25 年 2月 20 日（題名改正） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条

例（平成１３年杉並区条例第２６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（議長に対する届出） 

第２条 条例第５条第１項及び第２項の規定による届出は、会派に係る政務活動費の交

付に関する届（第１号様式）によるものとする。 

２ 条例第５条第３項の規定による届出は、議員に係る政務活動費の交付に関する届

（第２号様式）によるものとする。 

（交付対象に係る通知） 

第３条 条例第６条第１項の規定による通知は、政務活動費交付対象者状況通知書（第

３号様式）によるものとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による通知は、政務活動費交付対象者変更通知書（第４号

様式）によるものとする。 

（交付決定通知書） 

第４条 条例第７条の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書（第５号様式）に

よるものとする。 

（交付請求書） 

第５条 条例第８条第１項及び第４項の規定による請求は、政務活動費交付請求書（第

６号様式）によるものとする。 

（政務活動費出納簿） 

第６条 条例第１０条第１項に規定する出納簿は、政務活動費出納簿（第７号様式）に

よるものとする。 

（返還命令書） 

第７条 条例第１２条の規定による返還の命令は、政務活動費返還命令書（第８号様式）

によるものとする。 

附 則 

  １ この規則は、平成２５年３月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付 

に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費 

について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。 
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杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程 

（平成 19年 3月 30 日議長訓令甲第 1号） 

最新改正 令和 2年 3 月 31 日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条

例（平成１３年杉並区条例第２６号。以下「条例」という。）及び杉並区議会の会派

及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則（平成１３年杉並区規則第

３５号。）に定める政務活動費の取扱いについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１０４条に規定する議長の権限に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（支出基準） 

第２条 次に掲げる経費は、条例別表で定める政務活動に要する経費（以下「政務活動

に要する経費」という。）に該当しないものとする。 

（１）選挙活動に関する経費

（２）政党活動に関する経費

（３）後援会活動に関する経費

（４）交際費（慶弔費、せん別、病気見舞等）に関する経費

（５）飲食（会議等を主催する場合の茶菓及び区政に関わる諸団体が主催する会合に

伴うものを除く。）に関する経費 

（６）条例第９条第１項に規定する政務活動（以下「政務活動」という。）の目的に

合致しない個人的技能の習得に関する経費 

（７）日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費

（８）自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費

（９）その他政務活動の目的に合致しない経費

２ 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、一の経費のうちに政務活動に要する経

費及びその他のものが含まれるときは、政務活動に要する経費相当額を区分し、政務

活動費により支出しなければならない。 

３ 政務活動に要する経費の細目は、別表のとおりとする。 

（領収書等の提出） 

第３条 条例第１０条第１項及び第２項に規定する領収書その他の証拠書類（次項に規

定する第２号様式を除く。）は、領収書等貼付用紙（第１号様式）にそれぞれ貼付す

るものとする。 

２ 会派及び議員が政務活動のため交通機関を利用して出張し、その実費を政務活動費

により支出する場合は、政務活動交通費記録簿（第２号様式）を作成するものとする。 

（帳票類等の提出） 

第４条 条例第５条第１項の規定による届出を行った会派の経理担当者及び同条第３
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項の規定による届出を行った議員は、政務活動費を次の各号に掲げる経費に充てたと

きは、当該各号に掲げる帳票類等を作成し、条例第１０条第１項に規定する政務活動

費収支報告書に添えて議長に提出するものとする。 

（１）宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１万円以下の場合を除く、視察による調査

研究又は研修会、講演会等への参加に要する経費 政務活動視察報告書（第３号様

式） 

（２）広報紙の作成に要する経費 当該広報紙

（３）備品の購入に要する経費 備品台帳の写し

（４）事務所の賃借料 事務所の賃貸借契約書の写し又は事務所の図面及び写真等、事

務所の要件を具備していることを証明する書類 

（５）事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用契約書の写し又はその者の氏名、住

所、生年月日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情を証明する書類 

２ 議長は、前項の帳票類等について、条例第１０条第４項に規定する期間まで保存し、

政務活動視察報告書及び広報紙を閲覧に供しなければならない。 

（その他） 

第５条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

附 則（令和２年３月３１日議長訓令甲第１号） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

政務活動に要する経費細目 

項 目 内 容 

調査研究費 

○ ガソリン代（「政務活動視察報告書」を提出する視察等に要するガソリン代を除

く）の支出割合の上限は 1／2 とする（ただし、議員１人当たり月額 5,000 円を

限度とする）

○ スイカ・パスモ等を使用して交通費の実費を計上する場合は、利用区間（行き先） 

や目的（出張内容）等を補記した利用明細（履歴）をもって、「政務活動交通費 

記録簿」に代えることができる 

○ タクシー利用額の上限は年額 240,000 円とする（ただし、可能な限り他の公共交

通機関を利用する）

○視察先への土産代に関する支出は、１箇所当たり 5,000 円を限度とする
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研 修 費 

○ 懇親会費の計上はできないものとする

○ 政治資金パーティーに該当する場合の経費の計上はできないものとする

○ 政治資金規正法に定める政治団体の年会費の計上はできないものとする

○ 大学、大学院及び専門学校等に係る学費の計上はできないものとする

○ 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が 10,000 円以下の研修会、講演会等に参加

した場合は、「研修会等の名称、開催日時、会場、主催者、概要等」が分かる資

料を添付する

○ 政治資金規正法に定める政治団体以外の団体年会費については、規約等を添付

し、領収書等貼付用紙の備考欄に、区政との関連性を記載する

広聴広報費 

○ 広聴広報活動における茶菓代については、1人につき 500 円を限度とし、領収書

等貼付用紙の備考欄に「目的及び参加人数」を記載する

○ 区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は1／2とする（た

だし、議員1人1回当たり5,000円を限度とする）

○ 印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に即して按分する

○ 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員 1 人当たり年額 30,000 円を超える

ことはできない

また、1回当たりの購入は、100 枚を限度とする

○ ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に即して按分する

要請陳情等

活動費 
○ 細目なし

会 議 費 
○ 会議等を主催する場合の茶菓代については、1人につき 500 円を限度とし、領収

書等貼付用紙の備考欄に「会議の目的及び参加人数」を記載する

資料作成費 ○ 細目なし

資料購入費 

○ 購読新聞については、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とする

○ 所属政党発行の機関紙（機関誌又は冊子を含む）の購読については、議員 1人当

たり各 1 部とする 

○ 電子辞書等備品的な性格を有するものについては、「資料購入費」ではなく、「事

務費」（事務用品・備品購入費）として取扱う

事 務 費 

○ 50,000 円以上の物品は備品とし、備品を購入したときは備品台帳を作成し管理す

る

○ 備品購入費については、実態に即して按分する

なお、購入・買替えに当たっては、所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）上の減価

償却資産に係る耐用年数を参考にする

また、任期満了前 6か月間は、可能な限り備品の購入を控えるものとする

○ ポイントカード制を導入している小売店で物品等の購入により発生した「ポイン

ト」が領収書（レシート）によって確認できる場合は、当該ポイント相当額を控

除して支出する

○ 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員 1人当たり年額 30,000 円を超

えることはできない

また、1回当たりの購入は、100 枚を限度とする
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付記 金券類により支出した経費に対しては、政務活動費を充てることができないものとする。 

事 務 費 
○ はがきを購入する場合は、議員1人当たり年額30,000円を超えることはできない

また、1回当たりの購入は、100 枚を限度とする

○ インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費は、

支出割合の上限を 1/2 とする（ただし、当該支出について合理的な説明ができる

場合は、この限りでない）

○ 通信費に関する支出割合の上限設定は次のとおりとする

固定電話（事務所専用） 1／2 

固定電話（事務所自宅兼用 FAX あり） 1／2 

固定電話（事務所自宅兼用 FAX なし） 1／4 

○ 政務活動に使用する電話・ＦＡＸについては必要最小限の台数とし、その番号を

議長に届け出るものとする

○ 名刺代については、政務活動費による支出はできないものとする

事 務 所 費 ○ 事務所賃借料について

自己所有 計上できない

賃借
事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は 1／2 とする

自宅兼用 計上できない

※自己所有とは自己又は生計を一にする親族の所有をいう

※個人（一人会派含む）で契約する事務所賃借料の政務活動費支出金額の上

限は月額 50,000 円とする

○ 事務所光熱水費について

自己所有 計上できない

賃借
事務所専用 事務所光熱水費の支出割合の上限は 1／2とする

自宅兼用 計上できない

○ 事務所駐車場賃借料について

自己所有 計上できない

賃借
事務所専用

事務所駐車場賃借料の支出割合の上限は1／2とす

る

自宅兼用 計上できない

人 件 費 
○ 議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことはできない

○ 議員が雇用する職員のうち、議員活動全般を補助する職員の賃金は、支出割合の

上限を 1／2 とし、政務活動のみを補助する職員の賃金については、勤務内容と

日給・時給等を明記の上、議員 1 人当たり月額 50,000 円を上限として勤務実績

に応じた額とする
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杉並区議会政務活動費調査検討委員会設置要綱 

（平成 21年 6月 19 日 21 杉議会第 435 号） 
最新改正 平成 25年 3月 29 日杉議会第 1138 号 

（目的） 

第１条 この要綱は、杉並区議会会議規則（昭和 31 年 9 月 25 日議決）第 125 条第 4項

の規定に基づき、杉並区議会政務活動費調査検討委員会（以下「委員会」という。）

の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項について検討する。 

（１）政務活動費の使途に関する事項

（２）その他委員会が必要と認めた事項

２  委員会は、必要に応じ、学識経験者等の意見を聴くことができる。 

（会長等） 

第３条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は議長職にある者とし、会議を統括する。 

３ 副会長は副議長職にある者とし、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を

代理する。 

４ その他の委員は、会長が指名する。 

（会議） 

第４条 委員会は、会長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（会議の非公開） 

第５条 委員会は、非公開とする。ただし、議員は傍聴することができる。 

（守秘義務） 

第６条 委員会の委員は職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の運営に必要な事項

は、会長が委員会に諮って定める。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、区議会事務局議会法務担当係長において処理する。 

 附 則 

この要綱は、平成 25年 4 月 1日から施行する。 
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杉並区議会政務活動費専門委員会設置要綱 
（平成 22年 5月 28 日 22 杉議会第 116 号） 

最新改正 平成26年3月 31日杉議会第1090号 

（設置） 

第１条 この要綱は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条

例（平成 13 年条例第 26号。以下「条例」という。）に規定する政務活動費（以下「政

務活動費」という。）に関する意見聴取機関として、杉並区議会政務活動費専門委員

会（以下「専門委員会」という。）を設置することにより、公平性及び客観性を担保

し、適正な執行を確保することを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 専門委員会は、杉並区議会議長（以下「議長」という。）から求められた次の

事項について調査等を行い、その結果を議長に報告する。 

（１） 政務活動費の使途に関する事項

（２） 政務活動費の適正な執行に関する事項

（３） その他議長が必要と認めた事項

２ 議長は、必要があると認めるときは、専門委員会に対し、政務活動費の適正な執行

のために会派又は議員及び区議会事務局からの相談に応じるよう求めることができ

る。 

（組織） 

第３条 専門委員会は、委員３名以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者のうちから、議長が任命する。 

３ 委員の任期は１年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再

任を妨げない。 

４ 専門委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

５ 会長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

６ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第４条 専門委員会は、会長が招集する。 

２ 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 専門委員会の会議は、非公開とする。 

 （権限） 

第５条 専門委員会は、必要があると認めるときは、議長に対して区議会が保有する政

務活動費に関する情報の提示を求めることができる。 

２ 専門委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する情報の全部又は一部を
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検査することができる。 

（守秘義務） 

第６条 専門委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その

職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第７条 専門委員会の庶務は、区議会事務局議会法務担当係長において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が専門委員会に諮って定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 
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２ 過去（政務調査費）の判例 

１「調査研究費」関係 

調査研究の実質があるか否かは、議員ないし会派の主張する調査目的、調査に向け

た準備の有無及びその内容、当該調査研究活動の具体的内容及び上記目的との関連、

調査研究結果の保存状況等を総合的に考慮して客観的に判断すべきである。 

支出の対象となった活動に調査研究の実質があると認められる場合であっても、当該

活動が市政との関連性を欠くことが明らかであったり、必要性・合理性を欠くことが明ら

かである場合には、結局当該支出は市政に関する調査研究に資するために必要な経費

に充てられたといえず、違法になると解すべきである。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 19 日）》 

様々な政治課題や市民生活に係わり、その専門性や関心も多様であって、議員が全

人格的活動を行い、議員活動について政治責任を負っていることを考えれば、その調査

対象は極めて広範なものにならざるを得ず、調査活動の市政との関連性、その目的、訪

問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の下に行われるものであると認められ

る。 

飲食費であるとか家族旅行の旅費等のように一見明らかに市政とは無関係であると

か、極めて不相当な日程や著しく高額なもの等以外は、これを認めるのが相当である。 

《札幌高裁判決（平成 19 年 2 月 9 日）》 

２「研修費」関係 

× △△連合会（政党）の政経セミナー会券代、前県知事を囲む市町村議員懇話会費 

○ 講演会「津軽文化の魅力を考える」参加費

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 20 日）》 

○ 地域科学研究会主催の研修会、社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

主催のシンポジウム

《札幌高裁判決（平成 19 年 2 月 9 日）》 
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３「広聴広報費」関係 

市民の意見を収集、把握することは議員の調査研究の一つとして重要であり、調査研

究活動、議会活動及び市政に関する政策等を市民に知らせることは、市政に対する市

民の意思を的確に収集、把握するための前提として意義を有するものということができる

から、こうした広報のために支出した費用も市政に関する調査研究に資するため必要な

費用として、政務調査費の使途基準に適合するものと解される。 

《名古屋地裁判決（平成 21 年 3 月 26 日）》 

議員の後援会旅行・激励会の案内等、議員のプロフィール、引退する議員の後継者

の紹介、議員自身の拡大写真やその活動状況を写した写真等を掲載した部分もあり、

後者の記載部分は議員自身をＰＲするものであり、自己の後援会活動又は選挙活動の

一環と認められるものであって、これが直ちに議員の審議能力を強化することにより地

方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨に適合するものということはできない。  

《名古屋地裁判決（平成 21 年 3 月 26 日）》 

（広報することにより区民から新たな陳情又は意見等のフィードバックが予想され、そこ

から新たな視点又は観点の政務調査活動の開始が見込まれるものに関する経費に限

定せず） 

なるべく多くの区民に広報紙に対する関心を持ってもらい、読んでもらうための１つの

手段として、本件会派が行う議会活動及び区政に関する政策等以外の記事（※）を掲載

し、当該記事に係る経費に政務調査費を充てることも、それが合理的な範囲にとどまる

限り許されるものと解するのが相当。(※どの記事も紙面 1 ページの一部を占めるにすぎ

ないことを踏まえた上での判決) 

《東京地裁判決（平成 20 年 9 月 5 日）》 

４「会議費」関係 

政務調査費の対象外の経費として、政党活動・選挙活動に要する経費が定められて

いるから、「政党本来の活動に関する会議」や「選挙運動に関する会議」に要した費用は

政務調査費の支出対象から除外されるものの、そうでない場合には政務調査費の支出

対象に該当するものと解すべきである。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 19 日）》 

会派又は議員が陳情者等から市政に関する要望・意見を聴取することは、市議会に
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おいて市民の意思を適正に反映させるための一手段であり、議員の審議能力を強化す

ることにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも合致するものである

から、政務調査活動というべきであるところ、その際陳情者等に対しコーヒー等の飲食物

を提供し、１月当たり２，０００円程度の支出をすることも市政に関する調査研究に資する

ため必要な費用と認めるのが相当である。 

《名古屋地裁判決（平成 21 年 3 月 26 日）》 

少人数の会議を喫茶店で行うことは必ずしも稀なことではなく、その場合には会場費

の負担に替えて（あるいは加えて）、喫茶代金の負担が伴うが、その費用も研修会等に

要する経費に当たるというべきであり、更に研修会、会議等において、お茶やお茶菓子

程度の飲食を伴うことは、会合の活性化や円滑化に資するものとして一般的にみられる

ものであるから、その費用はその研修会等に要する経費に含まれるというべきである。 

《京都地裁判決（平成 16 年 9 月 15 日）》 

５「資料購入費」関係 

雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑誌が調査研究活動のために必要

な資料であると認めることができないから、本件使途基準に合致しない支出であると認

めるほかない。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 

書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金を含んでいたとしてもなお社会通念上

は調査研究に資する費用の一部ということができるから、その全額を本件使途基準に合

致する支出であると認める。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 20 日）》 

△△協会の平成１６年度会員費及び新聞代（りんごニュース）については、同協会の

会員費を含んでいることや議員の職業が農業であることに照らせば、個人的な支出であ

ると認めるのが相当であるから、その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認

める。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 20 日）》 

スポーツ紙は一般に娯楽性が高い読み物というほかはないのであって、スポーツ紙の

購読が市政に直接、かつ、具体的に関わるような特段の事情がある場合は格別、その

ような特段の事情がうかがわれない場合にまで公金でこのようなスポーツ紙を購入して

-353-



70 

よいはずはなく、調査研究活動に資するため必要な経費であると認め難い。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 

６「事務費」関係 

内訳が記載された領収書により真に事務用品として購入されたことを認めることがで

き、その２分の１に当たる金額が政務調査活動に資するため必要な費用であったと推認

するのが相当である。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 

個人的使用分を２分の１、政務調査活動分を４分の１、それ以外の議員活動分を４分

の１とみる。 

※事務所で使用するパソコンのリース料についての判決

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 20 日）》 

自宅の電話と事務所の電話が同一番号であり、電話料金の中には個人としての電話

料金（合理的に案分すると２分の１）、政務調査以外の議員活動の電話料金（４分の１）

が含まれていると推認されるから、残りの４分の１に当たる△△△円を正当な政務調査

費用であると認めるのが相当。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 

７「事務所費」関係 

調査研究活動に資するためのものと後援会事務所とを兼ねていることがうかがわれ、

その合理的な区分が困難であるから、社会通念上電気料金合計の２分の１を政務調査

活動に資するために必要な費用と認め、その余の△△円については本件使途基準に合

致しない支出と認めるのが相当である。 

※第三者から議員個人としての事務所を賃借している場合の判決

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 

光熱水道費、電話料金及び共同住宅管理費のうち全体の９分の１は、市政に関する

調査研究活動のための事務所の維持管理費もしくは備品に関する経費として、その支

払に事務所費を充てることが許されると解するのが相当。 

※自宅の一部を議員事務所として使用している場合の判決

-354-



71 

《大阪高裁判決（平成 19 年 12 月 26 日）》 

賃貸借契約に係る賃借人である議員と賃貸人が親子の関係にあり、賃貸借の目的が、

賃貸人である父が居住し、かつ父が代表取締役を務める会社が事務所として使用する

建物の一室であるとしても、当該部分が議員としての調査研究活動のための事務所とし

ての実態を有する限り、親子間で当該事務所部分の使用関係ないし経費の負担関係を

明確にしておくために当該部分について賃貸借契約を締結することは、それ自体別段不

自然ということはできず、上記賃貸借契約に係る月間使用料（賃料）の金額（月額５万５０

００円）にもかんがみると、原告が主張する事実関係から直ちに上記賃貸借契約が実体

を欠くものであると推認することはできず、また、上記賃貸借契約に係る建物部分が議

員としての調査研究活動のための事務所としての実態を欠くものと推認することもできな

いというべきである。 

※経済的に同一体ではない親と議員の賃貸借契約についての判決

《大阪高裁判決（平成 19 年 12 月 26 日）》 

８「人件費」関係 

常勤調査研究補助者は、議員の事務室における電話番や連絡係のみならず、市民に

よる市政に対する要望の聞き取り調査、市当局に対する陳情等の政務調査活動の補助

も行っているのであるから、その補助者の給料の半額分を政務調査費から支出したとし

ても、本件条例、本件規則及び本件要綱の定める使途基準に照らして明らかに必要性・

合理性を欠いている等，会派及び議員の裁量的判断を著しく逸脱して支出したということ

はできない。 

《仙台地裁判決（平成 20 年 3 月 24 日）》 

政務調査活動の補助職員に家族を雇用するというのはお手盛りの危険を伴うもので

あり、納税者の立場からすれば、いくら職務に応じた妥当なものであると説明されても、

容易に納得できるものではないし、そもそも妥当な支出であったか否かを検証することが

困難であるといわざるを得ないことにかんがみれば、政務調査費からそのような支出を

すること自体相当ではない。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 
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３ 政務活動費制度の変遷及び検討・取組の経過 

○ 平成１２年「地方自治法」改正 ・・・「政務調査費」制度化

○ 平成１３年３月「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関す

る条例」及び「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する

条例施行規則」制定（平成１３年４月１日施行）

○ 平成１８年１２月「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関

する条例」改正（平成１９年５月１日施行）

・・・収支報告書・出納簿に加え、領収書原本の提出を義務付け

○ 平成１９年３月「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関

する規程」制定（平成１９年５月１日施行）

○ 平成２０年３月「政務調査費検討会」報告書

・・・新たな使途基準細目を作成

○ 平成２１年６月「杉並区議会政務調査費調査検討委員会設置要綱」制定

○ 平成２２年５月「杉並区議会政務調査費専門委員会設置要綱」制定

○ 平成２４年９月「地方自治法」改正

・・・政務調査費が「政務活動費」に改められる。政務活動費を充てるこ

とができる経費の範囲を条例で定めることが義務付けられるとと

もに、透明性をより一層確保することが求められる。 

○ 平成２５年３月「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関す

る条例」施行

・・・「政務活動費」に改められたことに伴い、条例の題名、規則で定めて

いた使途基準の条例化等の改正を行う。これを受け、「杉並区議会の

会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則」「杉

並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程」、

その他要綱等の所要の改正を行う。 
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